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三鷹子ども憲章 

 

わたしたちは、三鷹の子どもたちが、未来に向けて夢や希望を持ち、

明るく、楽しく、元気よく、心身ともにすこやかに成長していくことが

できるよう、子どもと大人の共通目標として、この憲章を定めます。 

 

１ みんなでつくる 三鷹の未来 

 わたしたちは、子どもの個性と人権が守られ、笑顔があふれる明る

いまち三鷹を作っていきます。 

２ たすけあい いじめをなくそう 勇気を出して 

 わたしたちは、いつも思いやりの心をもって助けあい、勇気を出し

ていじめや暴力をなくしていきます。 

３ かんがえて 行動しよう マナーとルール 

 わたしたちは、社会の一員としてマナーを身につけ、ルールを守り、

お互いに気持ちよく過ごせるよう考えて行動します。 

４ のこそう自然 三鷹らしさを いつまでも 

 わたしたちは、郷土三鷹を愛し、三鷹らしい自然環境と地域の伝統・

文化を次の世代に伝えていきます。 

５ こまったら 相談しよう まわりの人に 

 わたしたちは、困ったときは、家族や友だち、先生など、まわりの

人に相談できるよう、ふれあう機会を大事にしていきます。 

６ どの人も あいさつかわす まちにしよう 

 わたしたちは、だれもが感謝の気持ちをもって、お互いに笑顔であ

いさつをかわせるまちにしていきます。 

７ もっている みんなのいのち 大切に 

 わたしたちは、心も体もすこやかにたもち、だれにもひとつしかな

い大切ないのちをみんなで守っていきます。 

 

平成 20 年６月 25 日議決 



 

 

 

「すべての子どもの健やかな成長」を支える地域社会の実現をめざして 

 

 三鷹市では、平成 20 年（2008 年）６月に子どもたちが未来に向けて夢や希望を持ち、明るく、楽

しく、元気よく、心身ともに健やかに成長していくことができるよう、子どもと大人の共通目標とし

て「三鷹子ども憲章」を策定し、この「子ども憲章」を踏まえ、「子どもの最善の利益」を基本とし

て、子どもの視点に立った、何よりも子ども本位の子ども・子育て支援策の充実に取り組んできまし

た。 

一方で、現在でも、子育て家庭の孤立化や児童虐待をはじめ子どもが巻き込まれる痛ましい事件の

発生が社会的課題として取り上げられるなど、子どもと子育て家庭を取り巻く環境は厳しい状況が続

いています。 

  

少子化や核家族化の進行、女性の就業率の向上など、社会構造が大きく変化する中、国は、平成 27

年（2015年）４月に「子ども・子育て支援新制度」を「給付」と「地域子ども・子育て支援事業」の

２つの枠組みでスタートさせるとともに、令和元年（2019 年）６月には、「児童虐待防止法」と「児

童福祉法」を改正し、親による体罰禁止を明確に盛り込むなど、子どもの人権と健やかな育ちを保障

するための制度構築を進めています。市民に最も近い基礎自治体としての三鷹市には、より具体的な

施策展開と実効性が求められていると考えています。 

 

このたび、「令和」という新たな時代に、すべての子どもの健やかな育ちを地域社会全体で支える

しくみについて、「三鷹市子ども・子育て支援ビジョン」と「第２期三鷹市子ども・子育て支援事業

計画」の策定を通して、改めて考える機会をいただきました。 

次代を担う子どもたちが、この三鷹の地で豊かな愛情に包まれ、自己肯定感を育みながら成長して

いく姿は、私たち大人にも大きな夢と希望を与えてくれます。「子ども・子育て支援ビジョン」では、

子どもたちが「健やかに自分らしく育つ」ことができるよう、三鷹市として取り組む方向性を明確に

お示ししています。さまざまな担い手が目標をひとつにして連携し、協働で子ども・子育て支援を総

合的に推進し、子どもたちの笑顔がきらめく三鷹の実現に取り組んでまいります。 

 

最後に、本計画の策定の過程でご協力いただいた多くの市民、関係者の皆さまに感謝申し上げます

とともに、子育て世代の皆さまのみならず、すべての市民の皆さま、関係者の皆さま、引き続き、三

鷹の子どもの健やかな成長を支えるための子ども・子育て支援の取り組みについて、ご理解とご参画

をよろしくお願いいたします。 

 

令和２年（2020年）３月    

   三鷹市長 河村 孝 
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≪用語の説明≫ 
 

【家庭の子育て力】 

父母その他の保護者が、子どもを育てる力のことをいい、家族等とのふれあいを通じて愛着が形成される

ことにより子どもの健やかな育ちにつながる「土台、基礎となる子育て」を行う力。 

【地域の子育て力】 

家庭における子育てを身近なところで支える地域の子育て人財や地域社会全体の子育て理解の促進、また

専門的支援と地域の子育て人財をつなぐ仕組みなど、「家庭の子育て」を包括的に支えるための地域の子ども

子育て支援の力。 

【合計特殊出生率】 

15～49 歳の女性の年齢別出生率を合計し、１人の女性が生涯に何人の子どもを産むのかを推計したもの

をいう。 

【幼稚園】 

幼稚園には、制度上、子ども・子育て支援新制度で創設された給付制度に移行した園（新制度幼稚園）と

移行しない園（私学助成園）がある。新制度幼稚園は、給付制度に基づく国からの給付により、私学助成園

については、都道府県からの補助金により運営している。 

【認可保育園】 

公設公営保育園（三鷹市が保育園を設置し、自ら運営主体となって直接運営している形態）、公設民営保育

園（三鷹市が保育園を設置し、社会福祉法人や株式会社等にその保育園の運営を委託する形態）及び民設民

営保育園（社会福祉法人等の民間事業者が保育園を設置し、自ら運営主体となって運営している形態）の総

称をいう。 

【認定こども園】 

幼稚園と保育所の機能や特長をあわせ持ち、地域の子育て支援も行う施設のことをいう。 

【認証保育所】 

０歳児保育、延長保育など大都市特有の多様な保育ニーズに応えるために、東京都独自の認証基準を満た

して設置された保育施設をいう。 

【小規模保育事業】 

保育を必要とする３歳未満の乳幼児対象の、利用定員６人～19 人の比較的小規模の保育施設をいう。 

【家庭的保育事業】 

保育を必要とする３歳未満の乳幼児を、家庭的保育者の自宅等で預かり、家庭的な雰囲気の中で行う小規

模な保育をいう（利用定員１人～５人）。 



 

 

【事業所内保育事業】 

民間事業所が、従業員の児童のほか、定員の一部に地域の児童も受け入れる保育施設をいう。原則的には

３歳未満の乳幼児が対象で、市区町村の認可が必要。 

【企業主導型保育事業】 

多様な働き方に対応する保育サービスを提供するため、企業が国の助成を受けて、主として従業員のため

に設置した認可外保育施設をいう。原則的には３歳未満の乳幼児が対象で、「地域枠」として、従業員以外の

児童の受け入れもしている。 

【就学援助制度】 

   市内に在住し、市立及び国公立の小・中学校（特別支援学校を除く）に在籍する児童・生徒の保護者を対

象に、家庭の事情に応じて給食費や学用品費などについて援助する制度。 

【生活困窮者自立相談支援事業】 

生活困窮者自立支援法に基づいて生活相談や就労などを支援するもので、「三鷹市生活・就労支援窓口」を

設け、専門相談員が関係機関と連携し、経済的困窮状況の改善を支援する事業。 

【ファミリー・サポート・センター】 

送迎や休養など臨時的、一時的な保育ニーズに対応するため、会員制で地域における育児に関する相互援

助活動のコーディネートを行うセンターをいう。 

【子育て世代包括支援センター機能】 

「専門的な知見」と「当事者目線」の両方の視点を持って、妊娠・出産期から子育て期まで切れ目なく子 

育て世帯を包括的に支援する機能。 

【社会的養護】 

   保護者のいない児童や保護者に監護させることが適当でない児童を、公的責任で社会的に養育し保護する

とともに、養育に大きな困難を抱える家庭への支援を、「子どもの最善の利益のために」と「社会全体で子ど

もを育む」を理念として行うこと。 

【病児・病後児保育事業】 

保護者が就労している場合等に、病気または病気回復期の子どもを預かってくれる施設をいう。 

【「コミュニティ・スクール」「スクール・コミュニティ」】 

  「コミュニティ・スクール」は、「地域とともにある学校づくり」のため学校運営協議会を設置している学校

を指し、学校運営や学校の課題に対して、広く保護者や地域住民が参画できる仕組み。 

  「スクール・コミュニティ」は、学校を核として、さまざまな地域の人財がそこで活動し学び、その経験を

もとに地域に戻って活躍する、といった人と人の交流や循環を通して、地域コミュニティが醸成されるとい

う考え方や実践。 
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三鷹市子ども・子育て支援ビジョン 

 

三鷹市では、平成 21 年（2009 年）３月に三鷹市における少子化対策・次世代育成支

援施策の総合的指針として「三鷹市子育て支援ビジョン」を策定し、子ども・子育て支

援施策を展開してきました。 

策定から 10 年を経過し、その間、平成 27 年（2015 年）４月には「子ども・子育て

支援法」が施行され、三鷹市でも「子どもの最善の利益」の実現をめざすとの考えを基

本として、子どもが健やかに成長することができる社会の実現に取り組んでいます。  

これからの子ども・子育て支援は、少子化や核家族化、女性の社会参加の進展といっ

た社会情勢を踏まえるとともに、さらに将来を見据えた施策であることが重要です。 

また、子ども・子育て支援にあたっては、さまざまな担い手がその役割を果たしなが

ら、協働して地域の子育て環境の向上を図っていく必要があることから、三鷹市のめざ

す子ども・子育て支援の目標と取り組みの方向性を共有し、より効果的な施策が推進さ

れるよう、ここに中長期的な指針となる「三鷹市子ども・子育て支援ビジョン」（以下、

「子ども・子育て支援ビジョン」）を策定します。 

 

 

Ⅰ 子ども・子育て支援ビジョン策定の目的 

子ども・子育て支援に携わる行政、教育委員会をはじめとする関係機関、関係団体

及び市民が、三鷹市における子ども・子育て支援の目標と取り組むべき方向性を共有

することにより、三鷹市全体の子ども・子育て支援を総合的に推進する体制が構築さ

れることを目的とします。 

また、総合的に子ども・子育て支援を推進することにより、すべての子どもの健や

かな成長が保障されるとともに、すべての子育て家庭の「生活と仕事の調和（ライフ・

ワーク・バランス）」が実現されることをめざします。  

 

  

Ⅱ 子ども・子育て支援ビジョンの位置づけ 

「子ども・子育て支援ビジョン」は、三鷹市がめざすべき子ども・子育て支援施策

の基本的かつ総合的な方向性を示すものです。 

今後 10 年間の見通しを持って方向性を示します。   
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Ⅲ 子ども・子育て支援ビジョンの対象 

主な対象を出生前から就学前までのすべての子どもと保護者とし、加えて学齢期の

放課後の子ども・子育て支援及び若者支援施策についても対象とします。 
 
  

Ⅳ 子ども・子育て支援ビジョンがめざす子ども像 

 

「夢を持ち、明日に向かって行動し、友だちと共感できる子ども」 

～心豊かな体験の中で、未来をつくり出す力と人間力の基礎を作る～ 
 

・心も体も健康で情緒の安定した子ども  

～元気にあそぶ～ 

・自然を大切にするとともに、他者との信頼関係が結べる社会力（社会性）のある子ども   

～仲間とあそぶ～ 

・自分の思いを責任を持って主張をしたり、自分の気持ちを調整する力のある子ども  

～ルールのある中であそぶ～ 

・豊かな感性や思考力、創造力をもつ子ども  

～豊かな発想を持ちあそぶ～ 

・さまざまなあそびをとおして、自分から意欲的に環境に働きかけるとともに、自然に親しみ  

地域社会と交流する子ども  

～まわりにある環境に自らかかわってあそぶ～ 

 

三鷹市では、平成 20 年（2008 年）６月に子どもたちが未来に向かって夢や希望を

持ち、明るく、楽しく、元気よく、心身ともに健やかに成長していくことができるよ

う、子どもと大人の共通目標として「三鷹子ども憲章」を策定しました。  

三鷹に暮らすすべての子どもが三鷹らしい自然環境やコミュニティの中で、人との

かかわりを通じて、愛し愛される喜びや信頼し信頼される喜びを感じ、さらに、多く

の仲間と時間を共有しながら、自分で考え行動する楽しさや自分で責任をもって行動

する経験の意義を見出すことで、しっかりと自己肯定感を育んでいくことをめざしま

す。 

そして、日々のさまざまな体験から「課題を解決する力」、「未来を作り出す力」、「人

とともに生きる力」である『人間力』と『社会力』の基礎を身につけてほしいという

願いを込めて、「子ども・子育て支援ビジョン」のめざす子ども像とします。  

また、めざす子ども像の実現を、「子ども・子育て支援ビジョン」が示す方向性の最

終目標とします。 
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Ⅴ 子ども・子育て支援ビジョンの５つの方向性 

「子ども・子育て支援ビジョン」では、次の５つの方向性を定め、その方向性に沿

って施策を推進することで、一人ひとりの子どもが健やかに成長できる社会の実現を

めざします。 

 

１ 多様な主体の参画と協働による地域子育て環境の整備 

地域の子育て環境の整備には、多様な主体の参画と協働が必要であるとともに、幅広

い行政分野における横断的な取り組みが求められています。  

「子どもの最善の利益」の実現に向け、市民、住民協議会、NPO、民間事業者等地域

における人々が目的を共有し、積極的に連携して、子育てコミュニティの醸成を図りま

す。 

そのために、次の視点をもって取り組みます。  
 

・ 地域ぐるみの子ども・子育て支援の推進 

・ 幅広い行政分野における子育て環境の整備   

・ 地域における新たな子育て人財の育成 

 

２ 健やかに育つための子ども・家庭支援 

子どもが豊かに成長、発達していくためには、育ちの基礎となる乳幼児期に、子ども

にとって適切な環境が整っていることが大切です。 

保護者が自らいきいきと子育てに向かうことができるよう支援するとともに、子ども

の成長過程に応じて、妊娠・出産期から学齢期までを切れ目なく支援し、子どもの成長、

発達を多角的側面から支えます。 

そのために、次の視点をもって取り組みます。  
 

・ 家庭の子育て力向上に向けた支援の充実 

・ 切れ目ない子育て支援の実施 

・ 子どもをとりまく生活環境の整備 

・ 地域における社会的養護体制の強化 
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３ 子どもの育つ力を引き出す保育環境の充実 

乳幼児期は、人格形成の基礎が養われる時期であり、家庭での親子のかかわりととも

に、質の高い保育が求められています。 

安全・安心な保育環境の充実を図り、自己肯定感を育みながら、人間力の基礎が身に

つく成長を支援します。 

そのために、次の視点をもって取り組みます。  
 

・ 保育施設等の充実 

・ 保育の質の向上に向けた取り組み 

・ 幼・保・小が連携した切れ目のない育成環境の構築 

 

４ 子どもの総合的な育成環境の整備 

核家族化や共働き家庭等の増加により、子ども達が放課後等に安全・安心に過ごすこ

とができる居場所がますます必要になっています。  

自主的・主体的な遊びや生活の体験を通じて健やかに育つとともに社会性を育むこと

ができる居場所、子ども自らが成長する力を発揮することができる環境づくりとして、

学齢期の児童の居場所づくりを包括的に進めます。  

そのために、次の視点をもって取り組みます。  
 

・ 児童の健全育成に向けた学童保育所の充実 

・ 総合的な子どもの居場所づくりの推進 

・ 子ども・若者支援の充実 

 

５ 子育て支援施策の質の向上をめざした検証・研究 

「子ども・子育て支援ビジョン」に基づき子育て支援施策を推進するにあたっては、

継続的な評価・検証と見直しが必要です。 

更なる子ども・子育て支援の充実に向けて継続的に評価・検証できる体制を構築する

とともに、調査・研究を進めます。 

そのために、次の視点をもって取り組みます。  
 

・ 子育て支援施策の充実と質の向上をめざした評価・検証の実施  

・ 子ども・子育て支援の充実をめざした研究の取り組み  
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Ⅵ 子ども・子育て支援ビジョンと子ども・子育て支援事業計画 

「子ども・子育て支援ビジョン」は、三鷹市がめざすべき子ども・子育て支援施策

の基礎となる総合的な方向性を示すものです。「子ども・子育て支援事業計画」は、

子ども・子育て支援法に基づき策定する法定計画であるとともに、次世代育成支援対

策推進法に基づく市町村行動計画の側面を持っていることから、「子ども・子育て支

援ビジョン」と教育的視点に立って別に策定する「教育ビジョン 2022」の方向性に

沿って策定することで、三鷹市の子ども・子育て支援施策の具体化を図ります。  
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第２期三鷹市子ども・子育て支援事業計画 
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第１部 計画の前提 
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第１部 計画の前提 

 

１ 計画策定の目的 

○市では、子どもの最善の利益を基本とし、一人ひとりの子どもが健やかに成長できる

社会を実現することを目的に、国の定める基本指針を踏まえ、平成 27 年（2015 年）

３月に、平成 27 年度（2015 年度）から平成 31 年度（令和元年度、2019 年度）ま

での５年間を期間とする「三鷹市子ども・子育て支援事業計画」（以下、「第１期計画」）

を策定しました。 

○この５年間、第１期計画に基づき、市民のふれあいと支え合いのもとで、いきいきと

子どもが育ち輝き、子育ての喜びが実感でき、誰もが安心して教育・子育てができる

やさしいまちづくりをめざして、各種の施策を推進してきました。  

○第１期計画期間の終了に伴い、あらためて地域の子育て支援に対するニーズを把握し

た上で、三鷹市の現状や課題等を整理し、さまざまな担い手がその役割を果たしなが

ら、協働して地域の子育て環境の向上を図っていくことができるよう、引き続き、す

べての子どもの健やかな育ちを地域社会全体で支える環境の整備・充実を図るため、

「第２期三鷹市子ども・子育て支援事業計画」（以下、「第２期計画」）を策定します。 

 

 

２ 計画の位置づけ 

○子ども・子育て支援法第 61 条第１項に基づく三鷹市の「子ども・子育て支援事業計

画」です。また、次世代育成支援対策推進法に基づく市町村行動計画としての側面を

持ち、第１期計画に引き続き、次世代育成支援行動計画（後期計画）の内容を継承し

た計画として策定しています。 

○第２期計画は、三鷹市基本構想及び第４次三鷹市基本計画（第２次改定）を踏まえ、

三鷹市健康福祉総合計画 2022（第２次改定）の基本的考え方等と整合を図りながら

策定しています。また、三鷹市自治基本条例及び三鷹子ども憲章の考え方に沿い、市

民が協働して子育て支援に取り組み、子どもの成長発達を保障していくための計画で

す。
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○第２期計画は、「三鷹市子ども・子育て支援ビジョン」（以下、「子ども・子育て支

援ビジョン」）と、教育的視点に立って別に策定する「教育ビジョン 2022」の方向性

に沿って策定することで、三鷹市の子ども・子育て支援施策の具体化を図ることをめ

ざすものです。 

○なお、第２期計画には、下記の内容も含みます。 

 ・ 子ども・若者育成支援推進法第９条第２項に基づく市町村子ども・若者計画 

 ・ 母子及び父子並びに寡婦福祉法第 12 条に基づくひとり親家庭等の自立促進計画 

 ・ 「新・放課後子ども総合プラン」に定める「市町村行動計画等に盛り込むべき内容」 

 ・ 子どもの貧困対策の推進に関する法律第９条第２項に基づく子どもの貧困対策に関する計画 

 

 

 

 

 

計画の位置づけ 
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３ 計画の対象 

出生前から就学前までのすべての子どもと保護者に加え、学齢期の放課後の子ども・

子育て支援及び若者支援施策について対象としています。 

さらに、学校教育との連携において、義務教育から高校生までの子育て支援施策も対

象としています。  

 

  

４ 計画の期間 

計画の期間は、令和２年度（2020 年度）から令和６年度（2024 年度）までの５年間

とし、以降５年ごとに計画を改定していきます。なお、計画策定後の社会経済情勢の変

化や関連法令・関連計画等の見直しに合わせ、必要に応じて弾力的に計画の見直しを行

います。 

 

 

 

年度 

 

平成 

22 
(2010) 

 

23 
(2011) 

 

24 
(2012) 

 

25 
(2013) 

 

26 
(2014) 

 

27 
(2015) 

 

28 
(2016) 

 

29 
(2017) 

 

30 
(2018) 

令和 

元 
(2019) 

 

２ 
(2020) 

 

３ 
(2021) 

 

４ 
(2022) 

 

５ 
(2023) 

 

６ 
(2024) 

第４次基本計画  
   

 

健康福祉総合計画 2022 
 

 
 

  
 

子ども・子育て支援 

事業計画 
 

  

  

 

計画の期間 

第２次改定計画期間  

子ども・子育て支援法に基づき策定  

（次世代育成支援対策推進法は令和 6 年度（2024 年度）まで延長）  

前期 中期 後期 

次世代育成支援  

行動計画  

（後期計画）  
第１期 第２期 
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５ 計画の対象となる子どもの人口 

第２期計画の計画期間の子どもの人口（０歳から 11 歳）を、次のように推計しまし

た。 

 子ども人口 

（０～11 歳） 

年齢内訳 

０～５歳 ６～11 歳 

平成 31 年度（令和元年度、2019 年度）

【実績値】 
19,173 人 9,557 人 9,616 人 

令和２年度（2020 年度） 

【推計値】 
19,165 人 9,381 人 9,784 人 

令和３年度（2021 年度） 

【推計値】 
19,275 人 9,285 人 9,990 人 

令和４年度（2022 年度） 

【推計値】 
19,254 人 9,190 人 10,064 人 

令和５年度（2023 年度） 

【推計値】 
19,098 人 8,995 人 10,103 人 

令和６年度（2024 年度） 

【推計値】 
18,845 人 8,872 人 9,973 人 

※平成 31 年度（令和元年度、2019 年度）の実績値は、１月１日時点。  

※令和２年度（2020 年度）以降の推計値は、平成 31 年（2019 年）１月１日の住民基本台帳人口を基準人

口とした推計値。日本人人口については、男女別年齢別に、出生・死亡・移動に関する仮定値を設定したコ

ーホート要因法を用いて推計した。外国人人口については、転入出等の傾向が日本人と異なることから、男

女別年齢別に、変化率の仮定値を設定したコーホート変化率法を用いて推計した。推計人口は日本人人口と

外国人人口を合算したものである。  
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第２部 計画の基本方針等 
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第２部 計画の基本方針等 

 

１ 計画策定の背景及び策定体制 

（１）国の施策動向 

＜子ども・子育て支援新制度以前の少子化対策等の概要＞  

国では、平成２年（1990 年）の「1.57 ショック」を契機として、仕事と子育ての

両立支援など子どもを生み育てやすい環境づくりに向けての対策を進めています。少子

化の主な要因として、若い世代に結婚や子どもを持つことに希望はあるものの、経済的

不安感が未婚化や晩婚化を進行させていることや、核家族化や仕事との両立などを考え

たときの子育てに対する負担感が大きいことなどが考えられることから、平成７年

（1995 年）には「今後の子育て支援のための施策の基本的方向について」（エンゼル

プラン）を策定し、平成 15 年（2003 年）には、「次世代育成支援対策推進法」及び「少

子化社会対策基本法」を制定して、国として少子化対策を進めました。  

一方で、平成 17 年（2005 年）の合計特殊出生率は過去最低の 1.26 を記録し、少

子化対策の抜本的な拡充、強化、転換を図ることが喫緊の課題となり、平成 22 年（2010

年）には少子化社会対策基本法に基づく新たな大綱（「子ども・子育てビジョン」）を閣

議決定し、新たな子育て支援の制度についての検討が進められ、平成 24 年（2012 年）

には、「子ども・子育て支援法」、「認定こども園法の一部改正」、「子ども・子育て支援

法及び認定こども園法の一部改正法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」の子

ども・子育て関連３法が成立しています。  
 

＜子ども・子育て支援新制度による総合的な取り組みの推進＞  

子ども・子育て関連３法に基づき、平成 27 年（2015 年）４月にスタートした「子

ども・子育て支援新制度」は、家庭における子育ての負担や不安、孤立感を和らげ、子

育て家庭が喜びを感じながら子育てができるよう、幼児期の教育や保育、地域の子育て

支援の量の拡充と質の向上を図ることにより、子どもの育ちと子育てを社会全体で支え

ることを目的としています。  
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平成 28 年（2016 年）４月には、「仕事・子育て両立支援事業」として、企業主導型

保育事業等が創設されました。また、令和元年（2019 年）10 月からは、新たに「子

育てのための施設等利用給付」が創設され、幼児教育・保育の無償化により、子育て家

庭の経済的負担の軽減を図るとともに、生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育を

保障するという制度の充実が図られました。  
 

＜学童期の子どもの放課後の居場所の整備等の取り組みの推進＞  

女性の就業率上昇に対応した取り組みとして、乳幼児期の保育の受け皿整備だけでな

く、学童期の放課後の居場所の確保も必要となるため、共働き家庭等の児童に限らず、

次代を担う人材の育成という観点から、すべての児童が放課後等における多様な体験・

活動を行うことができるよう、平成 26 年（2014 年）に「放課後総合プラン」が策定

されました。平成 30 年（2018 年）には「新・放課後子ども総合プラン」が策定され、

受け皿拡大に向けた令和５年度（2023 年度）までの新たな目標が設定されています。 
 

＜その他の子ども・子育て支援に関する取り組みの推進＞  

上記の他にも、子ども・子育て支援に関する取り組みの推進が図られています。  

平成 26 年（2014 年）には「子どもの貧困対策の推進に関する法律」が施行され、

令和元年（2019 年）６月にはその一部が改正されました。改正法では、第１条で対象

者について「貧困の状況にある子ども」に限定せず「すべての子ども」とされ、また、

「将来」のためだけでなく「現在及び将来」についての対策を推進するとされました。

さらに、第２条には、対策は子どもの生活や環境の状況に応じて「包括的かつ早期に」、

背景にさまざまな社会的な要因があることを踏まえ「社会のあらゆる分野において」、

「子どもの最善の利益が優先して考慮され」推進されねばならないことなどが追記され

ました。 

平成 28 年（2016 年）には「児童福祉法等の一部を改正する法律」が成立し、児童

が権利の主体であることなどが明確化されました。  

また、児童に対する虐待防止対策に関して、平成 29 年（2017 年）には「新しい社

会的養育ビジョン」が取りまとめられ、令和元年（2019 年）６月には、「児童虐待防

止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律」が成立し、体罰の禁止

を含む子どもの権利擁護、児童虐待を防止するための関係機関の連携強化などが定めら

れました。 
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障がい児に関する支援については、平成 28 年（2016 年）の障害者総合支援法及び

児童福祉法の一部改正を受けて平成 29 年（2017 年）に改正された「障害福祉サービ

ス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針」において、障

がい児の子ども・子育て支援等の利用ニーズの把握及びその提供体制の整備が重要であ

ることが示されました。  
 

＜計画策定にあたっての基本指針の改定＞ 

子ども・子育て支援計画の作成にあたり、幼児教育・保育の無償化の実施のための子

ども・子育て支援法改正、「新・放課後こども総合プラン」の策定、児童福祉法改正等を

受けた児童虐待防止対策・社会的養育の見直し、その他の制度の施行状況や関連施策の

動向を踏まえ、国において、「基本的な指針」の改正がなされました。  

第２期計画では、これらの基本指針の改定の内容等を踏まえて、第１期計画からの変

更・追記を行いました。  

 

■幼児教育・保育の無償化の実施のための子ども・子育て支援法改正に伴う改正内容  

・市町村における子育てのための施設等利用給付の円滑な実施の確保 等 

 

■「新・放課後子ども総合プラン」の策定に伴う改正内容  

・「新・放課後子ども総合プラン」に定める「市町村行動計画等に盛り込むべき内容」に基づき、

放課後子ども教室との一体型の推進や学校施設の徹底的な活用を図ること 

・目標事業量の設定にあたって、５歳児のうち、２号認定を受ける者や幼稚園における預かり保

育の定期利用者等も含めてニーズを幅広く想定すること 等 

 

■児童福祉法改正等を受けた児童虐待防止対策・社会的養育の見直しに伴う改正内容  

・子どもの権利擁護に関して、体罰によらない子育て等を推進すること 

・児童虐待の発生予防・早期発見、発生時の迅速・的確な対応等を行うため、支援を必要とする

子どもや妊婦の早期の把握等の充実を図ること 等 

 

■その他制度の施行状況や関連施策の動向を反映させるための改正内容  

・教育・保育施設等において、海外から帰国した幼児や外国人幼児、両親が国際結婚の幼児など

の外国につながる幼児の増加が見込まれることを踏まえ、当該幼児が円滑な教育・保育等の利

用ができるよう、保護者及び教育・保育施設等に対し必要な支援を行うこと  

・医療的ケアが必要な児童の支援のための総合的な支援体制の構築等について追加すること 等 
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＜幼児教育・保育の無償化について＞  

令和元年（2019 年）10 月からの消費税率引き上げによる財源を活用し、下記

の内容で幼児教育・保育の無償化がスタートしました。  

 

■幼稚園、保育所、認定こども園等  

・幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する３歳から５歳児までのすべての子どもの利用料

が無料。 

・０歳から２歳児までの子どもについては、住民税非課税世帯を対象として利用料が無料。 

・幼稚園、保育所、認定こども園に加え、地域型保育、企業主導型保育事業（標準的な利用料）

も無償化の対象。 

 

■幼稚園の預かり保育  

・幼稚園の利用に加え、利用日数に応じて、上限額までの範囲で預かり保育の利用料が無料。

（対象となるためには、「保育の必要性の認定」を受ける必要あり） 

 

■認可外保育施設等 

・３歳から５歳児までの子どもと、０歳から２歳児までの住民税非課税世帯の子どもについて、

上限額までの範囲で利用料が無料。（対象となるためには、「保育の必要性の認定」を受ける

必要あり） 

・認可外保育施設に加え、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター

事業を対象。 

 

■就学前の障がい児の発達支援 

・就学前の障がい児の発達支援を利用する３歳から５歳児までの子どもの利用料が無料。  
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（２）三鷹市の子育て支援の状況 

三鷹市の総人口は、平成 16 年（2004 年）までは 16 万人台で推移してきましたが、

近年増加傾向にあり、平成 25 年（2013 年）に 18 万人を超え、平成 31 年（2019 年）

１月現在では 187,199 人となっています。児童人口（０歳から 18 歳）についても、全

国的に少子化の傾向があるなかで近年増加しており、マンション等の開発による子育て

家庭の流入が大きな要因となっています。  
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※各年１月１日時点。令和２年（2020 年）以降は推計値。  

 

三鷹市では、次世代育成支援施策の総合的指針である「三鷹市子育て支援ビジョン」

（平成 21 年（2009 年）３月）や、具体的な施策や目標を示した「次世代育成支援行動

計画（後期）」（平成 22 年（2010 年）３月）、さらに同計画を継承し、平成 27 年度（2015

年度）から施行された子ども・子育て支援法に基づく第１期計画（平成 27 年（2015 年）

３月）を策定し、すべての子どもの健やかな「育ち」を地域全体で支える「子ども支援」

と「子育て支援」の取り組みを進めてきました。 

三鷹市の総人口・児童人口の推移 
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特に、共働き家庭が増えたことによる保育園の入園希望者の増加に対応するため、私

立認可保育園の開設支援を中心に、平成 15 年度（2003 年度）から平成 31 年（2019

年）４月までの 16 年間で約 2,500 人の保育定員を拡充してきました。学童保育所につ

いても、近年、入所希望者が増加傾向となっているため、学童保育所の新規開設のほか、

小・中学校の施設を利用した定員拡充や夏季休業中限定短期入所等の対応を図っていま

すが、待機児童の解消には至っていません。  

また、近年、核家族化の進展や地域のつながりの希薄化、身近に子育てのモデルや頼

れる存在がいない環境を背景にして、子育て家庭の孤立化に起因する、子どもへの虐待

や親の育児不安等が深刻な社会問題となっています。  

三鷹市はこれまでも、親子の居場所や身近な相談の場として、親子ひろばや子育てス

テーション（相談窓口）の拡充に取り組むとともに、多様な子育てニーズへの対応や負

担軽減のため、一時預かり事業の充実等も図ってきましたが、未だ悩みや負担を感じな

がら子育てしている家庭もあります。  

こうした課題に対し、親が親として育ち、親子の愛着関係を基盤とした子どもの健や

かな育ちを、地域全体で支える子ども・子育て支援の充実を図っています。  

 

（３）計画の策定体制 

第２期計画の策定にあたっては、第１期計画の評価・検証結果を踏まえるとともに、

平成 30 年（2018 年）９月に実施した「子育て支援ニーズ調査」と「子育てに関する

生活実態調査」の結果（第３部に概要を掲載）から、地域の子育て世帯のニーズや生活

課題等を把握し、今後必要とされる施策等を第２期計画に盛り込むよう検討を行いまし

た。 

また、子ども・子育て支援新制度の円滑な実施のため、平成 25 年（2013 年）10 月

に条例設置された「三鷹市子ども・子育て会議」において、子ども・子育て支援に関す

る幅広い協議を実施し、計画全体の方向性や施策について検討しました。 

さらに、令和２年（2020 年）１月～２月にパブリックコメントを実施し、広く市民

の意見を聴取・集約したうえで計画を策定しました。 
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２ 基本理念（計画のめざす子ども像）と基本方針 

三鷹市がめざすべき子ども・子育て支援施策の基本的かつ総合的な方向性を示す「子

ども・子育て支援ビジョン」では、最終目標として「めざす子ども像」の実現を唱って

います。 

このことを踏まえ、「子ども・子育て支援ビジョン」を実現させるための具体的な行

動計画である第２期計画の基本理念を 

 

 

 

 

 

 

 

 

と設定し、「子ども・子育て支援ビジョン」に掲げる５つの方向性と、教育ビジョン

2022 を踏まえた６つの基本方針を定め、施策を総合的に展開します。 

 

 

 

 

Ⅰ 多様な主体の参画と協働による地域子育て環境の整備  

Ⅱ 健やかに育つための子ども・家庭支援  

Ⅲ 子どもの育つ力を引き出す保育環境の充実  

Ⅳ 子どもの生きる力を育む教育環境の整備  

Ⅴ 子どもの総合的な育成環境の整備  

Ⅵ 子育て支援施策の質の向上をめざした検証・研究 

 

「夢を持ち、明日に向かって行動し、友だちと共感できる子ども」 

～心豊かな体験の中で、未来をつくり出す力と人間力の基礎を作る～ 

６つの基本方針 
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第３部 子育て支援ニーズ調査及び子育てに関する 

生活実態調査の結果等を踏まえた考察 
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第３部 子育て支援ニーズ調査及び子育てに関する 

生活実態調査の結果等を踏まえた考察 

 

第２期計画の策定にあたり、地域の子育て世帯のニーズを的確に把握するため、未就学

児保護者等に対するアンケート調査（「子育て支援ニーズ調査」）を実施しました。  

また、子育て支援ニーズ調査に加えて、子育て世帯の生活実態を多角的に把握するため

の調査（「子育てに関する生活実態調査」）を実施しました。 

ここでは、それぞれの調査結果等から、三鷹市の現状や課題等を整理しました。（調査結

果の抜粋は巻末資料に掲載しています。）  

 

１ 調査の概要 

＜子育て支援ニーズ調査＞ 

社会状況や子育て環境の変化による子育て家庭の現状や子育て支援に対する要望・意見

等を把握するため、以下の３種類の調査を実施しました。 

小学生の保護者を対象とした調査では、主に子どもの放課後の過ごし方の実態や今後の

意向等を把握しました。 

種類・対象 方法 実施時期 

①未就学児保護者  
０歳から５歳の子どもがいる 2,000 世帯を抽出し郵送配

付・郵送回収。  

平成 30 年（2018 年）

９月～10 月  

②小学２年生保護者  
小学２年生に学校で配付し、各家庭で回答の上、学校に

て回収。  

平成 30 年（2018 年）

９月  

③小学４年生保護者  
小学４年生に学校で配付し、各家庭で回答の上、学校に

て回収。  

平成 30 年（2018 年）

９月  

＜子育てに関する生活実態調査＞ 

三鷹市の子どもや子育て世帯がどのような生活困難を抱え、どのような支援を必要とし

ているかを把握し、子どもの貧困対策の観点からも今後の子ども・子育て施策について検

討を行うため、以下の６種類の調査を実施しました。 

種類・対象 方法 実施時期 

①小学生調査  
小学５年生を対象にした調査票を全市立小学校に  

配付。各学校にて実施・回収。  

平成 30 年（2018 年）

９月  

②中学生調査  
中学２年生を対象にした調査票を全市立中学校に  

配付。各学校にて実施・回収。  

平成 30 年（2018 年）

９月  

③保護者調査  
上記①・②の調査実施時に児童・生徒に配付。  

各家庭で回答の上学校にて回収。  

平成 30 年（2018 年）

９月  

④児童扶養手当受給  

世帯調査  

児童扶養手当を受給しているひとり親世帯に対し、郵送

にて配付・回収。  

平成 30 年（2018 年）

９月～10 月  

⑤関係機関調査  
地域の子育て支援にかかわるさまざまな関係機関を対象

とし、郵送や電子メールにて調査票を配付・回収。  

平成 30 年（2018 年）

10 月～11 月  

⑥ヒアリング調査  
市内 NPO 法人、東西多世代交流センター関係者からのヒ

アリングを実施。  

平成 30 年（2018 年）

10 月    
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２ 調査結果等を踏まえた考察 

 

平成 30 年度（2018 年度）に実施した「子育て支援ニーズ調査」と「子育てに関す

る生活実態調査」の結果や、三鷹市がこれまで子ども・子育て支援施策を実践する中

で課題として捉えた以下の３つテーマについて考察しました。  

子ども・子育て会議においても３つのテーマについて活発に議論をしていただきま

した。 

以下は、それらをもとに第２期計画策定につながる考察としてまとめたものです。  

 

 

（１）親子を支える取り組みについて 

＜親子をとりまく環境の現状・課題について＞ 

親子をとりまく環境の変化として、核家族化、共働き世帯の増加、地域におけるかか

わりの希薄化、さまざまな格差の拡大等が挙げられます。近年、働き方改革による影響

も見られるものの、長時間労働や休暇が取れないといった労働環境における課題もあり、

子育て家庭（特に母親）の社会的孤立が課題となっています。 

また、親自身、自分が子どもを持つまで、子どもや赤ちゃんに接し、育児をするとい

う経験を持たないなかで育ってきた場合が多いと考えられ、周囲に頼れる人が少ない環

境下で、子どもの発達段階に応じたかかわり方がわからないという悩みや、思い通りに

ならない子育てに自信が持てなくなってしまう場合も多いことが推察されます。  

スマートフォン・SNS 等の普及により、子育てに関しさまざまな情報を得ることが

できるようにもなりましたが、一方でその情報が先行し、過剰な期待や焦りにつながる

こともあると考えられます。熱心で努力しようとしている分、悩みや心理的負担が大き

くなることもあります。場合によっては子どもと二人きりで過ごす時間が負担や不安に

なり、虐待等の問題につながることもあると考えられます。  

このほか、現在働いている人や、今後働きたいと考える人の割合は増えており、仕事

と子育ての両立を支える環境を整えていく必要性がより高まっている状況にあると考

えられます。 
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＜今後必要と考えられる取り組み等について＞  

子どもを持った大人が「親」になっていくこと、また、子どもが親と子の間や、地域

や社会の間で、さまざまなかかわりを持ちながら成長発達していくこと、このような、

かつてはごく自然に行われていたことが、難しくなっている時代・社会であると考えら

れます。このような時代・社会において、生涯にわたる人間形成に大きく影響する親子

の「愛着」が作られにくくなってしまっているのであれば、その状況の改善のための支

援等が必要です。  

例えば、「『父親』育ち」の観点も含め、学習プログラムや体験の場の提供、親になる

前からの情報提供等の充実など、「親育ち」を具体的に支える取り組みが必要と考えら

れます。これらの取り組みは、プレパパ・プレママ期から、というだけでなく、将来親

になる中高生を対象に、妊娠・出産・子育て等の理解学習を充実させる、ということも

有効なのではないかと考えられます。  

また、妊娠期から切れ目のない子育て支援を行うため、相談・支援機関の機能を充実

させることや、地域の支援ネットワークの充実などを図っていくことも重要です。発達

の偏りやこだわり等が見られる子どもや障がいのある子どもも含めた、すべての子ども

の子育てを包括的に支援する地域の仕組みづくりが必要であると考えます。  

虐待等の問題の背景には、経済的な課題や、ひとり親家庭であるという要因があるこ

とも想定されることから、経済面・生活面での支援等、子どもをとりまく生活環境の整

備を推進するとともに、専門機関や児童養護施設との連携や養育家庭（里親）の普及・

啓発等、地域における社会的養護体制を強化することも重要と考えます。  

 

（２）子どもの居場所づくりについて 

＜総合的な子どもの居場所づくりの必要性について＞ 

保護者の働き方の変化等に伴い、多様な保育ニーズの受け皿としての施設・事業を整

備することとともに、学齢期の放課後の居場所について、家庭外にも子どもたちが安

全・安心に過ごすことができる居場所が必要になっているものと考えられます。  

小学校低学年では、学童保育所の利用ニーズが今後ますます高まることが予測されま

すが、長期的な視点に立ち、また、「空間」、「時間」、「担い手」、「立場」などのさまざ

まな観点から、学童保育所以外の場所も含め、どのような形で子どもの居場所を整備し

ていくのかについて、検討をしていくことが重要と考えられます。  
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例えば「空間」の観点からは、学齢期では学校を中心とした居場所づくりが望ましい

という意見がありますが、他方で、空きスペースの確保が課題になります。また、児童

館（多世代交流センター）に関しては、現在数が少ないという意見がありますが、単に

増設をするよりも、コミュニティ・センターなど既存施設に児童館機能を付加していく

という発想が重要という意見もあります。一方、コミュニティ・センターなどは、子ど

もが自由に過ごすことができる空間であることに意義があるという見方もあります。  

「時間」に関しては、夕方から夜にかけての時間帯や、休日や夏休み等の長期休暇中

の居場所の確保について検討をする必要があります。この点については、地域住民や大

学生も含め、誰が「担い手」としてかかわるのかという観点とあわせて検討が必要です。 

また、「立場」に関しては、例えば子どもは、大人の目がない、自由な空間で遊ぶこ

とを希望することもあり、特に子どもが高学年になるほど、一人でも過ごせるような居

場所が求められるようになると考えられます。一方で、保護者としては、大人の見守り

があり、確実に安全・安心が確保される場所が望ましいと考える傾向があると思われま

す。このほか、「立場」という観点に関しては、学校を卒業した子ども（若者）にとっ

ての居場所づくりも非常に重要です。 

＜今後必要と考えられる取り組み等について＞  

上記のように、さまざまな観点から子どもの居場所づくりを検討する必要があると考

えますが、そのなかでも、「子どもの自主性・主体性をひき伸ばすような居場所づくり」、

「安全・安心を確保しつつも、大人のかかわりが過度にならない、子どもの成長に合わ

せた居場所づくり」、「地域の多様な人や多様な生活体験等に触れる居場所づくり」を推

進していくことが重要になると考えます。  

また、何かしらの困難を抱えた子どもや若者が、悩みごとを打ち明けたり、専門的な

支援が受けられたりするような居場所（窓口）づくりも必要と考えます。今後は、これ

らの点を踏まえながら、学童保育所、地域子どもクラブや多世代交流センター、公園や

コミュニティ・センター、図書館、子ども食堂、そのほか相談窓口の充実など、多様な

施設や活動が連携する形で総合的に子どもの居場所づくりを推進していきます。 
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（３）子どもの貧困対策について 

＜「子どもの貧困」の定義と対象者等の考え方＞  

「子育てに関する生活実態調査」の結果、市内の子育て世帯で約１割が経済的に困難

な状況にある可能性が高い「生活困難層」に該当することが明らかになりました。この

数年で「子どもの貧困」に関する報道等が増え、社会の注目を浴びるようになり、課題

に気づいて何とかしなければならないという理解は進んできたものと想定されます。他

方、「子どもの貧困」について明確な定義が難しいこともあり、課題認識は持たれるも

のの、対策について具体的な議論が進められにくい面があったと考えられます。  

そのようななか、令和元年（2019 年）６月に「子どもの貧困対策の推進に関する法

律」が一部改正されました。改正の内容からもうかがえるように、また、今回の「子育

てに関する生活実態調査」の結果からも把握・確認できたように、「子どもの貧困」の

対策として、特定の、例えば「世帯所得の低い世帯（子ども）」に限定した取り組みを

行うことだけでは不十分であると考えられます。もちろん経済的に厳しいという状況は

大きな問題ですが、子どもや親の病気や障がい、ネグレクトを含む養育困難、児童虐待、

生活習慣や学習習慣への対策、親の就労支援、子どもの居場所の確保など、包括的な対

策が早期に求められています。 

さまざまな理由で、「できない」という経験を重ねてしまうこと、「周りの友だちはで

きているのに、自分にはできない」こと、個人の問題ではなく社会環境に起因する構造

的な問題なのに「自分の価値を低く思ってしまう」、「自分の将来の可能性まで狭めてし

まう」という環境が、子どもの現在と未来に重大な問題となっています。さまざまな課

題のある環境が、子どもの健康面や精神面、心の豊かさなどに及ぼす影響、このことが

「子どもの貧困」として、問題となっていることと考えます。 

＜今後必要と考えられる取り組み等について＞  

「子どもの貧困」の対策としては、「すべての子ども」を対象とし、「包括的な対策」

を、「早期に」推進することが重要です。 

三鷹市ではこれまでも、各分野において子どもの貧困対策に資するさまざまな取り組

みを推進してきましたが、包括的な対策を一層進めるため、今後は、子どもの貧困の問

題に対する共通認識を深め、行政職員と学校の教職員、スクールソーシャルワーカー、

社会福祉協議会や民間団体などが一緒に学び情報を共有するような、領域を越える仕組

みづくりが求められます。また、すべての子どもに、多様な人とのかかわりや多様な経

験を提供し、自立にむけて生きる力を育む教育環境を整えていくことは、引き続き重要
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かつ必須の事項であると考えています。 

より早期の支援・介入のためには、例えば、毎日子どもと接する保育士や教員等のソ

ーシャルワーク機能を充実・活用していくことが有効と考えます。また、生活習慣や学

習習慣に課題が見られる子どもへの対応を中心に、一人ひとりの個に応じた指導の充実

や基礎学力の確実な定着のための取り組み等をより早期の段階から実施していくこと

も有効と考えます。  

このほか、相談窓口や支援制度等の情報が届いていない家庭があることや、義務教育

段階後の子ども（若者）への支援が届かなくなってしまうという課題が指摘されている

ことから、伴走型支援や訪問型支援を充実させることや、気軽に立ち寄れる、ほっとで

きる居場所をつくるなど、地域での社会参加を身近に感じられる環境の整備を推進する

ことなども重要と考えます。 

 

 「夢を持ち、明日に向かって行動し、友だちと共感できる子ども」 

～心豊かな体験の中で、未来をつくり出す力と人間力の基礎を作る～  

子どもの居場所づくり  

～総合的な子どもの居場所づくりの必要性～  

「子どもの自主性・主体性を伸ばすような」、 

「大人のかかわりが過度にならない子どもの  

成長に合った」、「地域の多様な人や多様な  

生活体験等に触れることができる」、  

そんな居場所づくりを推進・検討します  

子どもの貧困対策  

～すべての子どもの現在と未来のために～  

支援者が共通認識を深め気づきの感度を  

より高めて連携を強化します  

多様な人とのかかわりや多様な経験を  

提供し自立に向け  

生きる力を育む環境を整えます  

親子を支える取り組み  

～「親としての育ち」  

  「親子の愛着関係」を支える～  

「家庭の子育て力」の向上をめざし親が自ら  

いきいきと子育てに向かうことができる  

ような具体的な支援に取り組みます  
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第４部 計画期間におけるニーズの見込み及び確保方策 

 

１ ニーズの見込み及び確保方策を定める趣旨 

子ども・子育て支援事業計画においては、地域のニーズを踏まえ教育・保育、地域子ども・

子育て支援事業のニーズの見込みと、それに対する提供体制の確保の内容及びその実施時期

について定めることとされています。 

ニーズ調査等により教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の現在の利用状況を把握

するとともに、将来的な利用希望を見込んだうえでニーズの見込みを推計し、それに対応す

る具体的な確保方策を設定して計画的な整備を推進します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ■市町村子ども・子育て支援事業計画において定める事項（ニーズの見込み関係）  

       ①教育・保育の量の見込み並びに実施しようとする教育・保育の提供体制

の確保の内容及びその実施時期  

       ②地域子ども・子育て支援事業の量の見込み並びに実施しようとする地域

子ども・子育て支援事業の提供体制の確保の内容及びその実施時期  

 

２ 教育・保育提供区域の設定 

三鷹市は、地域の教育・保育利用状況や教育・保育を提供するための施設の整備状況など

勘案すると、多少の地域的な待機児童のばらつきはあるものの、待機児童の解消施策として

は市域全体で取り組む必要性があることから、第１期計画と同様に、教育・保育の提供区域

として三鷹市全体を１つの区域に設定します。  

ニーズの見込みと確保方策の基本的な考え方 

ニーズ調査による需要量の把握（現在の利用状況＋利用希望） 

三鷹市子ども・子育て支援事業計画の策定 

「ニーズの見込み」、「確保方策」 

子どものための教育・保育給付、地域子ども・子育て支援事業 

（認定こども園、幼稚園、保育園、家庭的保育や各種子育て支援事業） 

子ども・子育て支援法第 61 条（市町村子ども・子育て支援事業計画） 

計画的な整備 
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３ 幼児期の教育・保育のニーズの見込み及び確保方策 

（１）ニーズの見込みの設定区分 

小学校就学前の施設として、認定こども園、幼稚園、保育園等の幼児期の教育・保育の

ニーズの見込みについては、子育て支援ニーズ調査の結果を基に、計画期間中の年度ごと

の「ニーズの見込み」を定めます。設定する区分としては、保育の必要性の有無等により

以下の区分を設けます。設定区分のうち２号認定（３歳から５歳児）については、特に幼

児期の教育（幼稚園）の希望があるかどうかで２区分の設定とします。  
 

 

 
 

区分 利用家庭 利用する施設 

１号 

(３歳から５歳児) 
教育標準時間認定 

専業主婦(夫)家庭、 

就労短時間家庭 

認定こども園 (短時間 )・

幼稚園 

２号 

(３歳から５歳児) 

保育認定① 
就労家庭等で幼稚園利用

の家庭 
幼稚園 

保育認定② 
就労、介護・看護や就学等

で保育を必要とする家庭 

認定こども園 (長時間 )・

保育園 

３号 

(０歳から２歳児) 
保育認定③ 

就労、介護・看護や就学等

で保育を必要とする家庭 

認定こども園 (長時間 )・

保育園・地域型保育 

 

 

（２）確保方策の施設区分 

計画期間中の年度ごとの「ニーズの見込み」に対する教育・保育の提供体制の確保内容

（確保方策）を定めます。確保方策の施設区分としては、児童の年齢や保育の必要性の有

無等により以下の区分となります。  
 

 

 
 

区分 該当する施設 

特定教育・保育施設 認定こども園、幼稚園（新制度園）、保育園 

特定地域型保育事業 小規模保育、家庭的保育、事業所内保育 

認可外保育施設等 
私学助成を受ける幼稚園、認証保育所、企業主導型保育、 

幼稚園預かり保育、定期利用保育 

ニーズの見込みの設定区分 

確保方策の施設区分 
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（３）計画期間におけるニーズの見込み及び確保方策 

令和２年度（2020 年度）から令和６年度（2024 年度）までの５年間の計画期間におけ

る、教育・保育のニーズの見込み及び確保方策については、下表のとおりです。就学前児

童数（推計）は、計画期間中に減少していきますが、３号認定（０歳から２歳児）や幼稚

園利用を除いた２号認定（３歳から５歳児）の保育の利用ニーズは高まっていくことが見

込まれます。 

 

 
 

        

        年度・区分  

ニーズ・確保方策  

平成 31 年度（令和元年度、2019 年度）【実績】 令和２年度（2020 年度）  

１号認定  

(３ -５ 歳 児 )  

２号認定 ( ３ -５ 歳 児 )  ３号認定 ( ０ -２ 歳 児 )  
１号認定  

(３ -５ 歳 児 )  

２号認定 ( ３ -５ 歳 児 )  ３号認定 ( ０ -２ 歳 児 )  

幼稚園  

利用  
その他  ０歳児  １・２歳児  計  

幼稚園  

利用  
その他  ０歳児  １・２歳児  計  

①ニーズの見込み  A 
―  ―  

2,148 人  440 人  1,631 人  2,071 人  2,222 人  
2,660 人  

453 人  1,694 人  2,147 人  
2,589 人  468 人  2,192 人  

②
確
保
方
策 

【特定教育・保育施設】              

 認定こども園  132 人  78 人   12 人  12 人  132 人  78 人   12 人  12 人  

 幼稚園（新制度園）  1,205 人      1,026 人       

 保育園   1,994 人  285 人  1,218 人  1,503 人    2,148 人  308 人  1,299 人  1,607 人  

  計 a  1,337 人  2,072 人  285 人  1,230 人  1,515 人  1,158 人  2,226 人  308 人  1,311 人  1,619 人  

【特定地域型保育事業】              

 小規模保育    10 人  48 人  58 人     10 人  48 人  58 人  

 家庭的保育    3 人  12 人  15 人     3 人  12 人  15 人  

 事業所内保育    3 人  10 人  13 人     3 人  10 人  13 人  

  計 b   16 人  70 人  86 人    16 人  70 人  86 人  

【認可外保育施設等】              

 幼稚園（私学助成園）  1,252 人      1,064 人       

 認証保育所   75 人  97 人  260 人  357 人    75 人  97 人  260 人  357 人  

 企業主導型保育事業（地域枠）         6 人  20 人  57 人  77 人  

 幼稚園預かり保育        468 人      

 定期利用保育             

  計 c 1,252 人  75 人  97 人  260 人  357 人  1,064 人  549 人  117 人  317 人  434 人  

確保方策  合計  B(a+b+c) 2,589 人  2,147 人  398 人  1,560 人  1,958 人  2,222 人  2,775 人  441 人  1,698 人  2,139 人  

③過不足数  （B-A）  0 人  ▲1 人  ▲42 人  ▲71 人  ▲113 人  0 人  115 人  ▲12 人  4 人  ▲8 人  
 

 

        年度・区分  

ニーズ・確保方策  

令和４年度（2022 年度）  令和５年度（2023 年度）  

１号認定  

(３ -５ 歳 児 )  

２号認定 ( ３ -５ 歳 児 )  ３号認定 ( ０ -２ 歳 児 )  
１号認定  

(３ -５ 歳 児 )  

２号認定 ( ３ -５ 歳 児 )  ３号認定 ( ０ -２ 歳 児 )  

幼稚園  

利用  
その他  ０歳児  １・２歳児  計  

幼稚園  

利用  
その他  ０歳児  １・２歳児  計  

①ニーズの見込み  A 2,032 人  
2,775 人  

451 人  1,770 人  2,221 人  1,895 人  
2,770 人  

446 人  1,814 人  2,260 人  
461 人  2,314 人  448 人  2,322 人  

②
確
保
方
策 

【特定教育・保育施設】              

 認定こども園  132 人  78 人   12 人  12 人  132 人  78 人   12 人  12 人  

 幼稚園（新制度園）  979 人       986 人       

 保育園    2,244 人  314 人  1,334 人  1,648 人    2,219 人  314 人  1,354 人  1,668 人  

  計 a  1,111 人  2,322 人  314 人  1,346 人  1,660 人  1,118 人  2,297 人  314 人  1,366 人  1,680 人  

【特定地域型保育事業】              

 小規模保育     10 人  48 人  58 人     10 人  48 人  58 人  

 家庭的保育     3 人  12 人  15 人     3 人  12 人  15 人  

 事業所内保育     3 人  10 人  13 人     3 人  10 人  13 人  

  計 b   16 人  70 人  86 人    16 人  70 人  86 人  

【認可外保育施設等】              

 幼稚園（私学助成園）  1,017 人       1,023 人       

 認証保育所    75 人  97 人  260 人  357 人    75 人  97 人  260 人  357 人  

 企業主導型保育事業（地域枠）    6 人  32 人  85 人  117 人    6 人  41 人  106 人  147 人  

 幼稚園預かり保育   461 人       448 人      

 定期利用保育     9 人  22 人  31 人     12 人  28 人  40 人  

  計 c 1,017 人  542 人  138 人  367 人  505 人  1,023 人  529 人  150 人  394 人  544 人  

確保方策  合計  B(a+b+c) 2,128 人  2,864 人  468 人  1,783 人  2,251 人  2,141 人  2,826 人  480 人  1,830 人  2,310 人  

③過不足数  （B-A）  96 人  89 人  17 人  13 人  30 人  246 人  56 人  34 人  16 人  50 人  

【参考：就学前児童（０歳から５歳）数の推移  

（令和 2 年度以降は推計値）】  

 H31・R１  R２  R３  R４  R５  R６  

児童数  9,546 人  9,381 人  9,285 人  9,190 人  8,995 人  8,872 人  

教育・保育のニーズの量のみ込み及び確保方策 
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確保方策については、国が「子育て安心プラン」において、令和２年度（2020 年度）末

までに待機児童を解消すべく、量の見込みに対応する教育・保育施設及び地域型保育事業

を整備することをめざしています。  

三鷹市としては、計画期間内において、保育施設等の開設のほか、緊急対策として待機

児童を対象とした定期利用保育などの取り組み等により定員を確保します。  

 

 

 
 

令和３年度（2021 年度）     

１号認定  

(３ -５ 歳 児 )  

２号認定 ( ３ -５ 歳 児 )  ３号認定 ( ０ -２ 歳 児 )     

幼稚園  

利用  
その他  ０歳児  １・２歳児  計  

   

2,116 人  
2,706 人  

452 人  1,747 人  2,199 人  ①ニーズの見込み  
463 人  2,243 人  

      【特定教育・保育施設】  

②
確
保
方
策 

132 人  78 人   12 人  12 人   認定こども園  

978 人        幼稚園（新制度園）  

  2,208 人  314 人  1,330 人  1,644 人   保育園  

1,110 人  2,286 人  314 人  1,342 人  1,656 人    計 a  

      【特定地域型保育事業】  

   10 人  48 人  58 人   小規模保育  

   3 人  12 人  15 人   家庭的保育  

   3 人  10 人  13 人   事業所内保育  

  16 人  70 人  86 人    計 b 

      【認可外保育施設等】  

1,016 人        幼稚園（私学助成園）  

  75 人  97 人  260 人  357 人   認証保育所  

  6 人  26 人  71 人  97 人   企業主導型保育事業（地域枠）  

 463 人       幼稚園預かり保育  

   9 人  22 人  31 人   定期利用保育  

1,016 人  544 人  132 人  353 人  485 人    計 c 

2,126 人  2,830 人  462 人  1,765 人  2,227 人  確保方策  合計  B(a+b+c) 

10 人  124 人  10 人  18 人  28 人  ③過不足（B-A）   
令和６年度（2024 年）     

１号認定  

(３ -５ 歳 児 )  

２号認定 ( ３ -５ 歳 児 )  ３号認定 ( ０ -２ 歳 児 )     

幼稚園  

利用  
その他  ０歳児  １・２歳児  計  

   

1,786 人  
2,791 人  

446 人  1,861 人  2,307 人  ①ニーズの見込み  
439 人  2,352 人  

      【特定教育・保育施設】  

②
確
保
方
策 

132 人  78 人   12 人  12 人   認定こども園  

990 人        幼稚園（新制度園）  

  2,199 人  310 人  1,367 人  1,677 人   保育園  

1,122 人  2,277 人  310 人  1,379 人  1,689 人    計 a  

      【特定地域型保育事業】  

   13 人  70 人  83 人   小規模保育  

   3 人  12 人  15 人   家庭的保育  

   3 人  10 人  13 人   事業所内保育  

  19 人  92 人  111 人    計 b 

      【認可外保育施設等】  

1,028 人        幼稚園（私学助成園）  

  75 人  97 人  260 人  357 人   認証保育所  

  6 人  41 人  106 人  147 人   企業主導型保育事業（地域枠）  

 439 人       幼稚園預かり保育  

   12 人  28 人  40 人   定期利用保育  

1,028 人  520 人  150 人  394 人  544 人    計 c 

2,150 人  2,797 人  479 人  1,865 人  2,344 人  確保方策  合計  B(a+b+c) 

364 人  6 人  33 人  4 人  37 人  ③過不足（B-A）   
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（４）保育施設の保育利用率 

教育・保育施設のうち保育施設については、就学前児童数全体に占める保育施設利用定

員数の割合（保育利用率）を定め、今後はその達成状況等を検証していきます。  
 

 

 
 

 
平成 31 年度（令和元年度、2019 年度）【実績】  令和２年度（2020 年度）  

０歳  １・２歳  ３～５歳  ０～２歳計  ０～５歳計  ０歳  １・２歳  ３～５歳  ０～２歳計  ０～５歳計  

就学前児童数  A  1,510 人  3,072 人  4,964 人  4,582 人  9,546 人  1,441 人  3,058 人  4,882 人  4,499 人  9,381 人  

確保数  B 398 人  1,560 人  2,147 人   1,958 人   4,105 人   441 人  1,698 人  2,307 人   2,139 人   4,446 人   

保育利用率  B÷A 26.4% 50.8% 43.3% 42.7% 43.0% 30.6% 55.5% 47.3% 47.5% 47.4% 

 

 
令和３年度（2021 年度）  令和４年度（2022 年度）  

０歳  １・２歳  ３～５歳  ０～２歳計  ０～５歳計  ０歳  １・２歳  ３～５歳  ０～２歳計  ０～５歳計  

就学前児童数  A  1,437 人  3,026 人  4,822 人  4,463 人  9,285 人  1,435 人  2,948 人  4,807 人  4,383 人  9,190 人  

確保数  B 462 人  1,756 人  2,367 人   2,227 人   4,594 人   468 人  1,783 人  2,403 人   2,251 人   4,654 人   

保育利用率  B÷A 32.2% 58.3% 49.1% 49.9% 49.5% 32.6% 60.5% 50.0% 51.4% 50.6% 

 

 
令和５年度（2023 年度）  令和６年度（2024 年度）  

０歳  １・２歳  ３～５歳  ０～２歳計  ０～５歳計  ０歳  １・２歳  ３～５歳  ０～２歳計  ０～５歳計  

就学前児童数  A  1,421 人  2,909 人  4,665 人  4,330 人  8,995 人  1,418 人  2,877 人  4,577 人  4,295 人  8,872 人  

確保数  B 480 人  1,830 人  2,378 人   2,310 人   4,688 人   479 人  1,865 人  2,358 人   2,344 人   4,702 人   

保育利用率  B÷A 33.8% 62.9% 51.0% 53.3% 52.1% 33.8% 64.8% 51.5% 54.6% 53.0% 

   ※３歳から５歳児の確保数は、「認定こども園」、「認可保育園」、「認証保育所」、「企業主導型保育（地域枠）」によるもの  

 

保育施設の保育利用率の推移 

保育施設の保育利用率の推移  
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４ 地域子ども・子育て支援事業のニーズの見込み及び確保方策 

（１）ニーズの見込みを定める事業区分 

地域の実情に応じて実施するさまざまな地域子育て支援事業について、子育て支援ニー

ズ調査の結果を基に、計画期間中の年度ごと、事業ごとの「ニーズの見込み」を定めます。

「ニーズの見込み」を定める必要がある地域子ども・子育て支援事業は、下表に掲げてい

る 11 事業となります。 

 

 

 

No. 地域子ども・子育て支援事業 該当する本市事業 

１ 時間外保育事業 教育・保育施設における延長保育事業 

２ 放課後児童健全育成事業 学童保育事業 

３ 子育て短期支援事業 子どもショートステイ事業 

４ 地域子育て支援拠点事業 親子ひろば事業 

５ 一時預かり事業 
・一時保育 

・幼稚園における預かり保育 

６ 病児・病後児保育事業 病児保育事業 

７ 利用者支援事業 
子ども家庭支援センター等における子育て

ステーション（相談窓口）事業 

８ ファミリー・サポート・センター事業 ファミリー・サポート・センター事業 

９ 養育支援訪問事業 養育支援訪問事業 

10 乳児家庭全戸訪問事業 こんにちは赤ちゃん事業 

11 妊婦健診 妊婦健康診査 

 

ニーズの見込みを定める必要がある事業 

ニーズの見込みを定める必要がある事業  
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（２）計画期間におけるニーズの見込み及び確保方策 

計画期間中の年度ごと、事業ごとの「ニーズの見込み」に対する地域子ども・子育て支

援事業の確保内容（確保方策）を定めます。  

令和２年度（2020 年度）から令和６年度（2024 年度）までの５年間の計画期間におけ

る、地域子ども・子育て支援事業のニーズの見込み及び確保方策については、下表のとお

りです。ここで定める 11 事業については、今後はニーズの見込みを勘案しながら確保の充

実を図っていきます。 

 

 

                       年度  

事業の種類  

平成 30 年度  

（2018 年度） 

【実績】  

平成 31 年度  

(令和元年度、

2019 年度）  

令和 2 年度  

（2020 年度  

令和 3 年度  

（2021 年度） 

令和 4 年度  

（2022 年度） 

令和 5 年度  

(2023 年度 ) 

令和 6 年度  

（2024 年度） 

１  時間外保育事業  

（教育・保育施設における  

 延長保育事業）  

①ニーズの見込み  A 739 人  723 人   1,118 人  1,148 人  1,175 人  1,190 人  1,213 人  

②確保方策  B 739 人  723 人   1,118 人  1,148 人  1,175 人  1,190 人  1,213 人  

③過不足数（B-A) 0 人  0 人   0 人  0 人  0 人  0 人  0 人  

④実績数  1,005 人  ―  ―  ―  ―  ―  ―  

２  放課後児童健全育成事業（学童保育事業）               

  小学校 1 年生  ①ニーズの見込み  a  ―  ―   709 人  736 人  757 人  773 人  760 人  

  小学校 2 年生  ①ニーズの見込み  b  ―  ―   611 人  662 人  687 人  706 人  721 人  

  小学校 3 年生  ①ニーズの見込み  c  ―  ―   582 人  559 人  606 人  629 人  646 人  

  

低学年  

（小学校 1～3 年生計）  

①ニーズの見込み  A(a+b+c) 1,759 人  1,819 人   1,902 人  1,957 人  2,050 人  2,108 人  2,127 人  

  ②確保方策  B 1,664 人  1,677 人   2,004 人  2,100 人  2,212 人  2,232 人  2,280 人  

  ③過不足数（B-A) ▲95 人  ▲142 人   102 人  143 人  162 人  124 人  153 人  

 ④実績数  

申込者数  1,700 人  1,821 人  ―  ―  ―  ―  ―  

入所者数  1,666 人  1,763 人  ―  ―  ―  ―  ―  

待機者数  ▲34 人  ▲58 人  ―  ―  ―  ―  ―  

  小学校 4 年生  ①ニーズの見込み  d  ―  ―   355 人  390 人  374 人  406 人  421 人  

  小学校 5 年生  ①ニーズの見込み  e ―  ―   231 人  257 人  282 人  271 人  294 人  

  小学校 6 年生  ①ニーズの見込み  f  ―  ―   193 人  179 人  199 人  219 人  210 人  

  

高学年  

(小学校 4～6 年生計）  

①ニーズの見込み  A(d+e+f) 666 人  688 人   779 人  826 人  855 人  896 人  925 人  

  ②確保方策  B 35 人  35 人   10 人  10 人  10 人  10 人  10 人  

  ③過不足数（B-A) ▲631 人  ▲653 人   ▲769 人  ▲816 人  ▲845 人  ▲886 人  ▲915 人  

 ④実績数  

申込者数  3 人  8 人  ―  ―  ―  ―  ―  

入所者数  2 人  7 人  ―  ―  ―  ―  ―  

待機者数  ▲1 人  ▲1 人  ―  ―  ―  ―  ―  

 目標整備量  学童保育所数  29 箇所  29 箇所  31 箇所  34 箇所  36 箇所  36 箇所  37 箇所  

＜参考＞放課後子供教室（地域子どもクラブ）         

 実施校数  15 校  15 校  15 校  15 校  15 校  15 校  15 校  

 

 
放課後児童健全育成事業との一体型の実施校数  12 校  12 校  12 校  12 校  12 校  12 校  12 校  

３  子育て短期支援事業  

（子どもショートステイ  

 事業）  

①ニーズの見込み  A 753 人日  737 人日   185 人日  210 人日  235 人日  256 人日  279 人日  

②確保方策  B 120 人日  120 人日   120 人日  130 人日  140 人日  150 人日  160 人日  

③過不足数（B-A) ▲633 人日  ▲617 人日   ▲65 人日  ▲80 人日  ▲95 人日  ▲106 人日  ▲119 人日  

④実績数  40 人日  ―  ―  ―  ―  ―  ―  

４  地域子育て支援拠点事業  

（親子ひろば事業）  

①ニーズの見込み  172,956 人日  168,204 人日   147,864 人日  146,896 人日  144,941 人日  143,284 人日  142,368 人日  

②確保方策  11 箇所  11 箇所   16 箇所  16 箇所  17 箇所  17 箇所  17 箇所  

③実績数  134,013 人日  ―  ―  ―  ―  ―  ―  

地域子ども・子育て支援事業のニーズの見込み及び確保方策  

 

地域子ども・子育て支援事業のニーズの見込み及び確保方策  
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                      年度  

事業の種類  

平成 30 年度  

（2018 年度） 

【実績】  

平成 31 年度  

(令和元年度、

2019 年度）  

令和 2 年度  

（2020 年度  

令和 3 年度  

（2021 年度）  

令和 4 年度  

（2022 年度） 

令和 5 年度  

(2023 年度 ) 

令和 6 年度  

（2024 年度）  

５一時預かり事業（一時保育、幼稚園における預かり保育）              

  

幼稚園 (1 号認定）  

①ニーズの見込み  A 25,382 人日  24,988 人日  38,069 人日  36,260 人日  34,810 人日  32,484 人日  30,598 人日  

  ②確保方策  B 25,382 人日  24,988 人日  38,069 人日  36,260 人日  34,810 人日  32,484 人日  30,598 人日  

  ③過不足数（B-A) 0 人日  0 人日  0 人日  0 人日  0 人日  0 人日  0 人日  

 ④実績数（1 号＋2 号）  102,375 人日  ―  ―  ―  ―  ―  ―  

  

幼稚園 (2 号認定 )  

①ニーズの見込み  A 34,263 人日  33,731 人日  104,218 人日  102,937 人日  102,617 人日  99,586 人日  97,707 人日  

  ②確保方策  B 34,263 人日  33,731 人日  104,218 人日  102,937 人日  102,617 人日  99,586 人日  97,707 人日  

  ③過不足数（B-A) 0 人日  0 人日  0 人日  0 人日  0 人日  0 人日  0 人日  

 ④実績数  ―  ―  ―  ―  ―  ―  ―  

  

一時預かり事業  

(幼稚園以外）  

①ニーズの見込み  A 24,360 人日  23,688 人日  23,297 人日  23,174 人日  22,713 人日  22,599 人日  22,535 人日  

  ②確保方策  B 19,500 人日  19,500 人日  20,500 人日  20,500 人日  20,500 人日  20,500 人日  20,500 人日  

  ③過不足数（B-A) ▲4,860 人日  ▲4,188 人日  ▲2,797 人日  ▲2,674 人日  ▲2,213 人日  ▲2,099 人日  ▲2,035 人日  

 ④実績数  20,386 人日  ―  ―  ―  ―  ―  ―  

６  病児・病後児保育事業  

（病児保育事業）  

①ニーズの見込み  A 6,410 人日  6,273 人日  4,125 人日  4,083 人日  4,041 人日  3,955 人日  3,901 人日  

②確保方策  B 1,500 人日  1,600 人日  1,600 人日  1,600 人日  1,600 人日  1,600 人日  1,600 人日  

③過不足数（B-A) ▲4,910 人日  ▲4,673 人日  ▲2,525 人日  ▲2,483 人日  ▲2,441 人日  ▲2,355 人日  ▲2,301 人日  

④実績数  836 人日  ―  ―  ―  ―  ―  ―  

７  利用者支援事業（子ども家庭支援センター等における  

子育てステーション（相談窓口）事業）  
             

  
基本型・特定型  

①ニーズの見込み  A 6 箇所  5 箇所  7 箇所  7 箇所  7 箇所  7 箇所  7 箇所  

  ②確保方策  B 6 箇所  5 箇所  7 箇所  7 箇所  7 箇所  7 箇所  7 箇所  

  
母子保健型  

①ニーズの見込み  A 1 箇所  1 箇所  1 箇所  1 箇所  1 箇所  1 箇所  1 箇所  

  ②確保方策  B 1 箇所  1 箇所  1 箇所  1 箇所  1 箇所  1 箇所  1 箇所  

８  ファミリー・サポート・

センター事業  

①ニーズの見込み  A 13,000 人日  13,000 人日  9,267 人日  9,222 人日  9,223 人日  9,070 人日  8,921 人日  

②確保方策  B 13,000 人日  13,000 人日  9,267 人日  9,222 人日  9,223 人日  9,070 人日  8,921 人日  

③過不足数（B-A) 0 人日  0 人日  0 人日  0 人日  0 人日  0 人日  0 人日  

④実績数  7,201 人日  ―  ―  ―  ―  ―  ―  

９  養育支援訪問事業  

①ニーズの見込み  A 37 人  37 人  147 人  146 人  144 人  141 人  139 人  

②確保方策  B 37 人  37 人   70 人  70 人  70 人  70 人  70 人  

③過不足数（B-A) 0 人  0 人   ▲77 人  ▲76 人  ▲74 人  ▲71 人  ▲69 人  

④実績数  3 人  ―  ―  ―  ―  ―  ―  

10 乳児家庭全戸訪問事業  

（こんにちは赤ちゃん事業） 

①ニーズの見込み  1,325 人  1,291 人   1,441 人  1,437 人  1,435 人  1,421 人  1,418 人  

②実績数  1,483 人  ―  ―  ―  ―  ―  ―  

③確保方策  

実施体制          

113 人            

実施機関          

子ども家庭支

援センター          

委託団体        

民生児童委員    

実施体制          

113 人            

実施機関          

子ども家庭支

援センター          

委託団体        

民生児童委員   

実施体制          

111 人            

実施機関          

子ども家庭支

援センター          

委託団体        

民生児童委員   

実施体制          

111 人            

実施機関          

子ども家庭支

援センター          

委託団体        

民生児童委員   

実施体制          

111 人            

実施機関          

子ども家庭支

援センター          

委託団体        

民生児童委員   

実施体制          

111 人            

実施機関          

子ども家庭支

援センター          

委託団体        

民生児童委員   

実施体制          

111 人            

実施機関          

子ども家庭支

援センター          

委託団体        

民生児童委員   

11 妊婦健診  

（妊婦健康診査）  

①ニーズの見込み  1,395 人  1,359 人   1,454 人  1,450 人  1,448 人  1,433 人  1,430 人  

②実績数  1,517 人  ―  ―  ―  ―  ―  ―  

③確保方策  

実施場所：都内産

婦人科 /助産院            

検査項目：体重、

血圧、尿検査、血

液検査、子宮頸が

ん検査等              

実施時期        

① 23 週まで  

/4 週に１回   

② 24 週から 35 週  

/2 週に１回  

③ 36 週以降   

/毎週１回  

実施場所：都内産

婦人科 /助産院            

検査項目：体重、

血圧、尿検査、血

液検査、子宮頸が

ん検査等              

実施時期        

① 23 週まで  

/4 週に１回   

② 24 週から 35 週  

/2 週に１回  

③ 36 週以降   

/毎週１回   

実施場所：都内産

婦人科 /助産院            

検査項目：体重、

血圧、尿検査、血

液検査、子宮頸が

ん検査等              

実施時期        

① 23 週まで  

/4 週に１回   

② 24 週から 35 週  

/2 週に１回  

③ 36 週以降   

/毎週１回  

実施場所：都内産

婦人科 /助産院            

検査項目：体重、

血圧、尿検査、血

液検査、子宮頸が

ん検査等              

実施時期        

① 23 週まで  

/4 週に１回   

② 24 週から 35 週  

/2 週に１回  

③ 36 週以降   

/毎週１回          

実施場所：都内産

婦人科 /助産院            

検査項目：体重、

血圧、尿検査、血

液検査、子宮頸が

ん検査等              

実施時期        

① 23 週まで  

/4 週に１回   

② 24 週から 35 週  

/2 週に１回  

③ 36 週以降   

/毎週１回          

実施場所：都内産

婦人科 /助産院            

検査項目：体重、

血圧、尿検査、血

液検査、子宮頸が

ん検査等              

実施時期        

① 23 週まで  

/4 週に１回   

② 24 週から 35 週  

/2 週に１回  

③ 36 週以降   

/毎週１回          

実施場所：都内産

婦人科 /助産院            

検査項目：体重、

血圧、尿検査、血

液検査、子宮頸が

ん検査等              

実施時期        

① 23 週まで  

/4 週に１回   

② 24 週から 35 週  

/2 週に１回  

③ 36 週以降   

/毎週１回          
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第５部 計画の施策体系・事業の内容 
 



 

36 

 

 

第５部 計画の施策体系・事業の内容 

 

計画の施策体系 

 

基本理念   ビジョン     子ども・子育て支援事業計画 

     基本方針           施      策  

Ⅰ 

多様な主体の参画と

協働による地域子育

て環境の整備  

１ 地域ぐるみの子ども・子育て支援の推進  

２ 幅広い行政分野における子育て環境の整備  

３ 地域における新たな子育て人財の育成  

   

Ⅱ 
健やかに育つための  

子ども・家庭支援  

１ 家庭の子育て力向上に向けた支援の充実  

２ 切れ目ない子育て支援の実施  

３ 子育て世帯をとりまく生活環境の整備  

４ 地域における社会的養護体制の強化  

   

Ⅲ 

子どもの育つ力を  

引き出す保育環境の

充実  

１ 保育施設等の充実  

２ 保育の質の向上に向けた取り組み  

３ 幼・保・小が連携した切れ目のない育成環境  

の構築  

   

Ⅳ 
子どもの生きる力を

育む教育環境の整備  

１ 豊かな心と健やかな体の育成  

２ 学校教育の充実  

３ 一人ひとりの特性に応じた指導・支援の保障  

４ 安全で快適な学校環境の整備  

   

Ⅴ 
子どもの総合的な  

育成環境の整備  

１ 児童の健全育成に向けた学童保育所の充実  

２ 総合的な子どもの居場所づくりの推進  

３ 子ども・若者支援の充実  

   

Ⅵ 

子育て支援施策の  

質の向上をめざした

検証・研究  

１ 子育て支援施策の充実と質の向上をめざした

評価・検証の実施  

２ 子ども・子育て支援の充実をめざした研究の  

取り組み  
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子ども・子育て 

支援ビジョン 

 

教育ビジョン 

２０２２ 
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Ⅰ 多様な主体の参画と協働による地域子育て環境の整備 

 

子育て家庭が孤立化する社会的な背景がある中で、家庭だけではない、地域ぐ

るみでの子ども・子育て環境づくりを進めるため、地域のさまざまな団体等と連

携し、参加と協働による子ども・子育て施策の推進を図ります。  

地域の子育て環境の整備には、多様な主体の参加と協働が必要であるとともに、

幅広い行政分野における横断的な取り組みが求められています。「子どもの最善の

利益」の実現に向け、市民、住民協議会、NPO 法人、民間事業者等地域における

人々が目的を共有し、積極的に連携して、子育てコミュニティの醸成を図ります。  

 

１ 地域ぐるみの子ども・子育て支援の推進 

（１）「子ども・子育て支援のまち三鷹」の意識啓発と気運醸成  

① 「三鷹子ども憲章」に基づく子ども施策の推進  子ども政策部  

市では、三鷹の子どもたちが未来に向けて夢や希望を持ち、明るく、楽しく、元気よく、

心身ともに健やかに成長していくことができるよう、子どもと大人の共通目標として平成

20 年（2008 年）６月に制定した「三鷹子ども憲章」の理念に基づき子ども・子育て支援

を推進します。 

すべての子どもの人権を保障し、子どもへの愛情と理解をもって地域社会全体で子ども

の成長を支えていきます。 
 

② 
「子ども・子育て支援ビジョン」に基づく子ども・子育

て支援施策の推進  
子ども政策部  

少子化対策・次世代育成支援施策の総合的指針である「子ども・子育て支援ビジョン」

に基づいた子ども・子育て支援施策を推進します。 

また、「夢を持ち、明日に向かって行動し、友だちと共感できる子ども」をめざす子ど

も像に掲げ、心豊かな経験の中で、未来を作り出す力と人間力の基礎をつくることをめざ

します。 
 

③ 子どもの権利条約の啓発・推進  子ども政策部  

児童の権利に関する条約の趣旨を踏まえ、子ども一人ひとりが尊重され、子どもの最善

の利益が優先して考慮される支援施策を実施します。あわせて、子どもの権利への理解を

深めるための事業・啓発活動を推進します。 
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④ 子どもの貧困対策の推進  

子ども政策部  

健康福祉部  

教育部 

子どもの現在及び将来がその生まれ育った環境によって左右されることがないよう、す

べての子どもに対し子どもの権利条約の精神に則り、生活の支援、経済的支援、教育の支

援等の制度や就学援助、生活困窮者自立支援制度などをきめ細かく運用しながら、子ども

の貧困対策を包括的に推進していきます。 

 

⑤ 地域のネットワークを活かした取り組みの充実  子ども政策部  

「三鷹子ども憲章」及び「子ども・子育て支援ビジョン」の理念の実現に向け、地域に

おける子育て支援や児童青少年健全育成を担っている関係機関・団体や NPO 法人等と連

携を図りながら、子どもの最善の利益をめざす子育て支援施策を推進します。 

 

２ 幅広い行政分野における子育て環境の整備 

（１）子育てしやすい就労環境の整備 

① ライフ・ワーク・バランスの更なる推進  企画部 

一人ひとりの生き方や働き方を尊重しながら、引き続き、家庭・地域生活・仕事の調和

と好循環をめざします。働き方改革の啓発活動を積極的に行い、事業者・従業員、市民が

ライフ・ワーク・バランスの効果を享受し、誰もが働きやすく、個々のライフスタイルに

あったさまざまな働き方を選択できる環境づくりを進めます。 

 

② 多様な働き方を推進するための支援  生活環境部  

女性、若者、シニア世代などの就職・再就職に向けた能力・技術の習得講習や就職セミ

ナーを開催し、誰でも自分らしく働ける環境づくりを推進します。 

また、「ミタカフェ1」や「ファブスペースみたか2」といった施設を活用し、起業・副業・

兼業など、これまでの就業形態にとらわれない、多様化する現代の働き方への支援を関係

機関等と連携し推進していきます。 

 

                                                   
1 【ミタカフェ】：地域での新たなつながりや新規ビジネスを作り出すことを目的にしたコワーキングスペース（働

くためのオープンスペース）。さまざまな業種のフリーランサーを中心に、若者からシニアまで幅広い層が利用でき

るスペース。  
2 【ファブスペースみたか】：レーザー加工機や３Ｄプリンターなどのデジタル機器を備え、商品化に向けた試作品

やオリジナル作品などが作れる創業支援機能を持つ会員制のものづくり工房。  
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（２）子育てしやすいまちづくりの推進 

① 「バリアフリーのまちづくり基本構想 2022」の推進  都市整備部  

ユニバーサルデザインの考え方を反映した総合的な視点に立ち、すべての人がいきいき

と暮らせるバリアフリーのまちづくりを基本理念とした「バリアフリーのまちづくり基本

構想 2022」を推進します。 

 

② 誰もが暮らしやすいまちづくりの推進  企画部 

子育てを含めた日常生活全般の相談体制を充実します。 

また、日本語や日本文化に慣れていない外国籍市民等の子育て家庭の増加が見込まれる

ことを踏まえ、日常生活支援の充実や災害・緊急時対応の強化、各種相談事業やホームペ

ージの多言語対応等情報提供の充実に取り組みます。 
 

③ みちづくりと一体となったまちづくりの推進  都市整備部  

妊産婦や乳幼児連れの子育て家庭など、誰もが安心して通行できる道路環境の創出をめ

ざし、歩道の段差や勾配の解消、視覚障害者誘導用ブロックの設置、電柱の移設等を推進

します。 

さらに「ベンチのあるみちづくり整備計画」に基づき「ほっとベンチ」の整備を行い、

子育て家庭にも外出しやすい場を創り出します。 
 

④ 公共施設及びその周辺のバリアフリー化の推進  都市整備部  

子育て世代や高齢者、障がい者など多くの市民が利用する公共施設の出入口や施設内

部、周辺地域におけるバリアフリー化を推進します。 

また、妊産婦や乳幼児連れの子育て家庭が安心して外出できるよう、授乳室やだれでも

トイレの設置などニーズに応じた整備を推進していきます。 
 

⑤ 安全で安心な特色ある公園・緑地の整備  都市整備部  

「公園・緑地の適切な活用に向けた指針」に基づき、多様化する公園へのニーズや防災

都市づくりの視点等を踏まえ、誰もが安全で安心して利用できる公園づくりを進めるとと

もに、ボール遊びができる公園整備等に取り組みます。 

また、公園ボランティアの支援・拡充を図りながら、プレイパーク3やコミュニティガー

デン4などの取り組みを進めていきます。 
 

⑥ 大規模な開発事業等における子育て支援施設の誘導  都市整備部  

大規模な開発事業や都営住宅等の建替えにあわせて、子育てに適した良質な居住空間の

確保を図るとともに、保育・託児・学童などの子育て支援施設を地域に開かれたスペース

として確保するよう事業者に要請していきます。 

                                                   
3 【プレイパーク】：「自分の責任で自由に遊ぶ」をモットーに、子どもたちが思う存分遊ぶことができるような遊

び場。  
4 【コミュニティガーデン】：コミュニティ創生を目的に公園緑地で花壇整備を行い、花の植え替えなどのボランテ

ィア活動を通じて、地域住民の交流の場として活用する事業。  
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（３）子どもの安全・安心を確保する取り組みの推進 

① 安全安心・市民協働パトロール体制の充実  総務部 

市民・事業者・警察等関係機関との連携を強化し、子どもの見守りや空き巣等の犯罪の

未然防止のため、生活の安全を推進する体制の拡充と協働による「安全安心・市民協働パ

トロール」の拡充を図ります。 

 

② 安全安心メールの普及促進  総務部 

犯罪や不審者情報の提供などのほか、防災情報や環境情報を配信しています。ホームペ

ージや防災無線等と並ぶ情報ツールとして、幅広く市民の安全安心に関する情報を配信す

るとともに、普及促進に努めます。 

 

③ 地域安全マップ等の配布・活用  総務部 

子どもにわかりやすいよう危険な箇所・安全な箇所などを示した地域安全マップを配布

し、子ども自身の防犯能力を養うことで犯罪被害の防止を図ります。 

また、市民活動団体等で活用してもらうことにより地域の見守り活動を充実させます。 
 

④ 地域の防災力の強化  総務部 

多世代が参加できる防災訓練や市民ニーズに応じた防災出前講座を実施し、市民一人ひ

とりの自助と地域や近隣の共助による防災力の強化に取り組みます。 

また、災害発生時の避難所開設・運営にあたり、乳幼児のいる世帯向けの備蓄品（粉ミ

ルクや紙おむつなど）の整備を行います。 
 

⑤ 交通安全意識の啓発強化  都市整備部  

交通安全を推進し、子どもを事故から守るためには、誰もが交通ルールを遵守し、交通

マナーの向上を図る必要があります。学校や地域における交通安全教育活動を通じ、特に

自転車を利用する上での交通安全意識の啓発を強化します。 

 

⑥ 駐輪場における「思いやりゾーン」の設置  都市整備部  

一部の駐輪場において、子育て世代や高齢者、幼児２人同乗用自転車、電動自転車等が

駐輪しやすい「思いやりゾーン」を設置しています。今後も、新しい駐輪場の整備に合わ

せて「思いやりゾーン」の設置を推進していきます。 
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３ 地域における新たな子育て人財の育成 

（１）地域人財の育成 

① 地域における人財の育成   
子ども政策部  

生活環境部  

子ども・子育て支援新制度における子育て支援分野の人財確保のため、「子育て支援員」

制度や東京都及び市独自の研修を活用し、人財の確保・資質の向上に努めます。 

また、住民協議会や町会・自治会等、市民活動団体を対象とした研修及び三鷹「まち活」

塾5の実践を通じて、地域での要望や課題に対し、総合的な視点から取り組みを推進できる

ような地域の人財の発掘・育成を進めます。 
 

② ファミリー・サポート・センター事業の充実  子ども政策部  

子育てに係る援助会員の育成と援助活動の調整を行うファミリー・サポート・センター

事業の充実を図ります。援助会員の中でもスキルアップした会員「子育てサポーター」や

「みたかチルミル」6等、地域の子育てサポートリーダーとしての子育て人財を養成し、協

働型地域子育て環境の充実を図るとともに、訪問型の障がい児保育や病児保育対応につい

ても検討を進めます。 

また、活動場所の確保を含め、地域で活動する子育てグループの育成を支援します。 
 

③ 地域ケアネットワーク7、ほのぼのネット8との連携強化  
子ども政策部  

健康福祉部  

地域の子育て力の向上のため、新たに地域ケアネットワークやほのぼのネットとの連携

を強化し、地域での子育て支援体制の充実を図ります。 

 

④ 市民活動団体・NPO 等との連携  
生活環境部  

健康福祉部  

市民協働センターやボランティアセンター、コミュニティ・センターなどを拠点とした

さまざまな市民活動団体や町会・自治会等の地域自治組織との連携やボランティア等の地

域の人財を通じ、世代間交流による子育て支援を推進します。  

 

                                                   
5 【三鷹「まち活」塾】：NPO 法人みたか市民協働ネットワークと NPO 法人三鷹ネットワーク大学推進機構との協働

により地域人財の育成をする事業。自分の「好きなコト」「できるコト」「やりたいコト」×「社会にいいコト」を

デザインするというテーマで自身の「まちで活動」「まちで活躍」などを自由に考案・実践する仕組み。  
6 【みたかチルミル】：援助会員の中で、スキルアップのための一定の研修と「子育てサポーター養成講座」を受講

し、さらに児童虐待対応等の追加研修を修了し「みかたチルミル」として認定された者。  
7 【地域ケアネットワーク】：高齢者や障がい者、子育て家庭をはじめ、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせる

よう、行政と地域住民・活動団体・事業者等が協働し「共助」の関係を作り、連携しながら地域課題の解決をめざ

していく支え合いの仕組み。  
8 【ほのぼのネット】：住み慣れた地域で誰もが安心していきいき暮らせるまちづくりをめざし、地域の民生・児童

委員や赤十字奉仕団員などが良き隣人として相談相手となったり、お茶会や食事会、見守りなどを実施するボラン

ティア活動。  
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Ⅱ 健やかに育つための子ども・家庭支援 

 

子どもや子育て家庭をとりまく環境は、さまざまな課題が年々顕在化してきて

います。子育て家庭の社会的孤立をはじめ、親子の育ちを支える人間関係の脆弱

化による家庭における子育て力の低下や、男性の家事や育児への参加の不足など

も指摘されています。 

子育て世代の環境に変化が見られる中で、多様なニーズに対応する相談支援や

子育て支援サービスの提供、各種子育て支援制度の周知や情報提供など、子育て

を側面から支える事業の充実を図っていくことが重要と考えられます。  

また、子どもが豊かに成長、発達していくためには、育ちの基礎となる乳幼児

期に、子どもにとって適切な環境が整っていることが大切です。このため、「子育

て世代包括支援センター機能」をさらに充実させ、「すべての子ども」の健やかな

育ちのために、妊娠期から切れ目なく支援します。  

特に、子どもの成長、発達の基礎となる「乳幼児期」に大きく影響する「家庭

の子育て力」の向上をめざし、保護者が自らいきいきと子育てに向かうことがで

きるような具体的な支援に取り組みます。また、要保護児童や障がい児等も含め

たすべての子どもの育ちをライフステージに応じて多角的側面から支えます。  

 
 

１ 家庭の子育て力向上に向けた支援の充実 

（１）親の育ちを支える取り組みの充実 

① 親支援プログラムの充実  子ども政策部  

人への信頼感や自己肯定感の基礎となる親子の愛着形成につながる学びの機会を作り

ます。 

また、子どもを持った大人が「親」として、主体的に前向きに、喜びを得ながら子育て

に向き合えるよう、「親の育ち」を応援する親支援プログラムの充実を図ります。  

 

② 「父親」育ち支援の充実  子ども政策部  

子どもと保護者の遊び場として提供している「親子ひろば」等において、父親・男性の

参加しやすい工夫を行い、男性が主体的に育児を行うことができる環境を整備します。  
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（２）親子と地域のつながりをつくる取り組みの推進 

① 親子ひろば事業等の充実  子ども政策部  

家庭における子育て不安や孤立感の解消を図るため、引き続き、親子ひろば事業を実施

し、保護者同士の交流の場を提供するとともに、家庭における子育て力の向上につながる

ような各種育児講座・育児相談等を充実します。 

 

② こんにちは赤ちゃん事業の推進  子ども政策部  

概ね生後４か月までの乳児のいるすべての家庭を訪問し、さまざまな不安や悩みを聞

き、子育て支援に関する情報提供等を行うとともに、乳児のいる家庭と地域社会をつなぐ

最初の機会とすることにより、乳児家庭の孤立化に伴う虐待等を未然に防ぎ、乳児の健全

な育成環境の確保を図ります。なお、実施にあたっては、新生児訪問事業やはじめての絵

本（ブックスタート）事業と連携しながら推進します。 

 

③ 出前型親子ひろば事業の充実  子ども政策部  

助産師会と連携し、保育園や親子ひろば事業のスタッフがコミュニティ・センターに出

向いて実施する出前型親子ひろば事業「あそびとおしゃべりの会」により、身近な地域で

の親子の居場所や相談の場の充実を図ります。 

 

④ 保育園における地域開放事業の充実  子ども政策部  

栄養、保健など専門的な機能を活かした地域開放事業を継続するとともに、保育園と子

ども家庭支援センターが連携し、利用者のニーズの検証を行い、地域に根差した保育園独

自の新たなサービスとして、プレパパ・プレママや新米のパパ・ママを対象とした子育て

力の向上につながる取り組みを充実します。 
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２ 切れ目ない子育て支援の充実 

（１）子育て世代包括支援センター機能の強化 

① 子育て世代包括支援センター機能の充実  
子ども政策部  

健康福祉部  

「総合保健センター」「子ども発達支援センター」「子ども家庭支援センター」の３施設

が中核となり、それぞれの専門性を活かしながら、総合的にすべての子どもと子育て家庭

を妊娠期から切れ目なく支援します。そのために、３施設の役割を明確化するとともに、

新たに「子育て世代包括支援センター機能関係機関連絡会」を立ち上げ、ネットワークに

よる連携を一層強化することで地域の子育て力の向上をめざします。 

 

 
  

② 
子ども家庭支援センターにおける総合コーディネート  

機能の充実  
子ども政策部  

子育て支援の拠点施設として、子ども家庭支援センターの機能を強化し、相談からサー

ビス提供まで包括的に行うための子育て支援総合コーディネート機能を充実していきま

す。 

 

③ 「ウエルカム ベビー プロジェクト みたか」の推進 
健康福祉部  

子ども政策部  

妊娠・出産・子育てに関するさまざまな取り組みをひとつのプロジェクト「ウエルカム 

ベビー プロジェクト みたか」として捉え、広く市民に周知を図るとともに、関係部署や

各事業間の連携を強化し、市全体で出産・子育てを応援する積極的な情報発信などを進め

ていきます。 
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④ 子育てステーション9（相談窓口）事業の充実  子ども政策部  

地域における身近な相談窓口として、教育・保育施設や子育て支援事業等を円滑に利用

できるよう調整を図るとともに、子育て家庭からの相談に対し専門性をもって対応しま

す。 

なお、さまざまな子育て支援施策について、子育て世帯にわかりやすく情報が届くよう、

情報提供の工夫を図っていきます。 

（２）妊娠・出産・育児に関する支援の推進 

① 妊娠期からの切れ目のない支援の推進  健康福祉部  

すべての妊婦を対象とした「ゆりかご面接」や新生児訪問、産後ケア事業「ゆりかごプ

ラス」、乳幼児健診などを通じて心身の不調や育てにくさなど支援の必要な家庭を早期に

発見し、問題が深刻化しないよう関係機関と連携し支援します。  

 

② 母子保健に関する相談事業の推進  健康福祉部  

子どもの健やかな成長発達を促し、保護者が安心して子育てできるよう、母子保健に関

する相談機能の充実を図ります。 

 

③ 妊婦健康診査、乳幼児健康診査の実施  健康福祉部  

母子の健康を守るため、健康診査の受診率の向上を図り、親子の心身の状態や養育環境、

居住実態の把握に努め、支援の必要な家庭に対して、関係機関と連携して適切な支援につ

なげます。 

また、未受診者については、医療機関、子ども家庭支援センター、児童相談所等と連携

して対応します。   
 

④ 子どもの予防接種の実施   健康福祉部  

予防接種に関する正しい知識を普及啓発し、接種率の向上を図ります。また、今後新た

に定期接種化されるワクチンに適切に対応するなど、接種事業を円滑・着実に実施します。 

 

⑤ 新生児訪問の実施  健康福祉部  

出産後の育児不安の軽減、虐待防止を目的に、こんにちは赤ちゃん事業や産後うつ病対

策事業等と連携し、早期支援の充実を図ります。 

 

                                                   
9 【子育てステーション】：利用者支援事業を行っている相談窓口。基本型は、子ども家庭支援センターすくすくひ

ろば・子ども家庭支援センターのびのびひろば・東多世代交流センター・西多世代交流センター・子ども発達支援

センター、特定型は子ども育成課窓口、母子保健型は総合保健センターで行われています。  
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（３）子どもの健康づくりの推進 

① 食育の推進  
子ども政策部  

健康福祉部  

 乳幼児期から望ましい食習慣の定着を図り、生涯を通じて健全な食生活の実践が図れる

よう、発達段階に合わせた食育を教育分野等の関係機関と連携して推進します。  

 

② 歯科の健康教育の充実  
健康福祉部  

教育部 

 歯科医師会、保育園、学校、保健所、歯科衛生士団体等との連携を図りながら、口と歯

の健康づくりと全身の健康づくりの関連性等、ライフステージに応じた歯科保健に関する

知識の普及啓発に努めます。自らの口腔内に関心を持ち、自分自身で口腔疾患の予防に取

り組めるように歯科保健教育を充実し、歯科保健意識の向上を図ります。  

 

③ こころの健康づくりの推進  健康福祉部  

 幼少期における貧困、虐待、いじめなどの体験は、この時期に形成されるべき自己肯定

感を阻害することがあることから、こころの健康について正しい知識を普及します。 

また、うつ病をはじめとした精神疾患を予防するため、関係機関と連携し、こころの健康

づくりについての普及啓発に努めます。 

 平成 30 年度（2018 年度）に策定した自殺対策計画に基づき、生きることの包括的な支

援を推進するとともに、関連部署・機関との連携強化を図り、自殺予防に取り組みます。 
 

④ 思春期保健の充実  
子ども政策部  

教育部 

 思春期は、将来の家庭生活の準備段階であることから、学校教育や家庭教育と連携しな

がら、育児体験、命の大切さ、性に関する教育等幅広い知識の啓発に努めます。 

また、喫煙・飲酒、薬物乱用の危険性について健康教育、保健指導を充実・強化します。 
 

⑤ 育児体験事業の実施  
子ども政策部  

教育部 

中学校において、職場体験活動の一つとして、幼稚園や保育園等において幼児と接する

機会を設けます。 

また、中学生のボランティア活動等においても幼稚園や保育園を訪問し、幼児とのかか

わりを通して、命の大切さや尊さ、人に対する優しさや温かさを体験的に学ぶ機会を提供

します。 
 

⑥ 子どもの受動喫煙を防ぐ取り組み  健康福祉部  

「東京都子どもを受動喫煙から守る条例」の制定も踏まえ、引き続き、受動喫煙の健康

被害の有害性、禁煙の効果及び喫煙の治療に関する知識の普及に努めます。 
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（４）子ども・子育て支援事業の充実 

① 
インターネット等を活用した子育て支援情報の提供・  

相談の充実  
子ども政策部  

「みたか子育てネット」による子育て支援情報の提供を充実させるとともに、インター

ネットによる子育て相談により子育てに関する悩みやニーズに対し迅速に対応すること

で、子育ての不安や負担の解消に努めます。 

さらに SNS を活用した相談体制の構築を検討します。 
 

② 一時預かり事業の充実  子ども政策部  

在宅で子育てをしている家庭へのサービスとして実施している一時預かり事業と地域

子育て支援事業について、利用者ニーズに対応したきめ細やかなサービスを提供します。 

 

③ 特定一時保育、子どもショートステイ事業等の充実  子ども政策部  

保護者が出産や入院等のときに利用できる特定一時保育や子どもショートステイ事業

等について、利用者ニーズに対応したきめ細やかなサービスの充実を図ります。  

 

④ 育児支援ヘルパー事業等の充実  子ども政策部  

産後間もない母親の身の回りのことや、家事、育児の手伝いをする育児支援ヘルパーや

育児ストレスや不適切な養育環境等のご家庭で養育支援をする養育支援ヘルパー事業に

ついて、ファミリー・サポート・センター事業と連携することにより、人財を育成し、さ

らなる充実を図ります。 

 

（５）障がい児等の子ども・子育て支援の充実 

① 「育てにくさ」への支援   
子ども政策部  

健康福祉部  

発達の偏りやこだわり等、障がいの有無にかかわらず、「育てにくさ」のある子どもと

その保護者に対し、総合保健センターと子ども発達支援センターの連携により確立した

「早期発達支援システム」のなかで、より早期に、療育の視点を生かした子育て支援を実

施します。具体的な育児の仕方や知識の提供、同時に保護者の心理的フォローも充実させ、

子どもの育ちにつながる子育てに、親が安心し、自信を持って取り組めるように支援しま

す。 

 

② 子ども発達支援センターの機能の充実  子ども政策部  

保健、医療、福祉、教育の連携により、支援が必要な子どもの早期発見・早期療育に係

るワンストップサービスの構築に取り組むとともに、関係機関とのネットワークを構築

し、包括的に子どもの発達を支援します。 
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③ 障がい児等の療育支援の充実  子ども政策部  

専門機関である子ども発達支援センターを中核とし、家庭及び地域も含めた障がい児等

の療育支援に取り組んでいきます。 

 

④ 発達障がい児等の支援体制の充実  子ども政策部  

発達に課題のある子どもとその家族に対し、子育て支援体制の充実を図りペアレントメ

ンター10事業等の家族支援を進めるとともに、地域における理解の促進を図ります。  

 

⑤ 障がい児福祉サービス等の充実  子ども政策部  

障がい児の各ライフステージで必要となる児童福祉法に基づく障がい福祉サービス（児

童発達支援、放課後等デイサービス等）の支給決定を行います。特別支援学校の卒業後の

就労に向けた支援を行います。 

また、移動支援・緊急一時保護等のサービスや心身障がい者手当、医療費助成等の支給

により負担の軽減を行います。 
 

⑥ 重症心身障がい児対象児童発達支援の充実  子ども政策部  

医療的ケアの必要な障がい児を対象とする事業所と協力することにより、重症心身障が

い児とその保護者の支援を充実させます。 

 

⑦ 医療的ケア児への支援体制の充実  子ども政策部  

医療的ケア児が日常生活を送るために必要な支援を充実させるため、保健、医療、障が

い福祉、保育、教育など関係機関が連携を図るための協議の場において、支援体制の検討

及び縦横の連携促進を進めます。 

 

⑧ 障がい児等に対する子育て支援施設等の保育力向上   子ども政策部  

 認可保育園や幼稚園、親子ひろば事業等において、保育所等訪問支援事業や巡回発達相

談、また専門研修などの実施により、障がい児等の保育の質の向上に取り組んでいきます。 

  

３ 子育て世帯をとりまく生活環境の整備 

（１）子育て世帯への経済的支援等の充実  

① 児童手当の支給   子ども政策部  

子どもの健やかな育ちと子育て家庭の生活の安定を支援するため、中学校修了前の児童

を養育している保護者に対し手当を支給します。 

 

                                                   
10 【ペアレントメンター】：自らも発達障がいのある子育てを経験し、かつ、相談支援に関する一定の研修等を受け

た親のこと。  
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② 学校における保護者負担の軽減等  教育部 

各家庭の生活状況に応じて、給食費や学用品費などについて援助する就学援助制度の適

切な運用に努めます。新入学を迎える児童・生徒については、新入学学用品費（新入学準

備金）を入学前に支給することで入学準備を支援します。 

また、学校徴収金により保護者が負担する教材費等の費用について、内容の精査を行っ

ていきます。 
 

③ 
生活保護受給世帯児童・生徒の自立促進・健全育成の  

実施 
健康福祉部  

次世代育成支援の観点から、生活保護受給世帯の小学校から中学校の児童・生徒に対し、

学習塾等の費用を支給することにより在宅での学習環境を整え、本人及び世帯の自立を促

進します。 

そのほか、生活保護受給世帯の児童・生徒に対し、夏季休業中の野外活動等の参加費用

などの各種経費を支給することにより、生活保護受給世帯の自立の助長及び児童・生徒の

健全育成を図ります。 
 

④ 生活・就労支援窓口相談の実施  健康福祉部  

 生活や就労等に悩んでいる市民への相談窓口を設置し、家計改善支援事業や就労準備支

援事業など一人ひとりの状況に応じた総合的な支援を実施します。 

 また、子どもの学力向上に向けた学習支援や不登校・ひきこもり状態からの早期解消を

図る支援を行います。 
 

⑤ フードバンク・フードドライブの取り組み  健康福祉部  

 食のセーフティネットであるフードバンク及びフードドライブに取り組む市民ボラン

ティアの活動を支援します。 

また、フードバンク等の活動について、理解を深めてもらう周知啓発や食品の提供等に

ついて、企業・団体、各関係機関への働きかけを支援します。 

 

（２）子どもの医療体制の確保 

① 乳幼児医療費助成・義務教育就学児医療費助成の実施  子ども政策部  

子育て家庭の経済的負担を軽減し、子育てしやすい環境の一層の充実を図るため、子ど

もの医療費助成を実施します。 

あわせて、小児救急電話相談やジェネリック医薬品の利用についての啓発に努めます。 

また、助成制度の拡充については、子育て世帯のニーズを踏まえ、持続可能な制度運営

の視点を持ちながら検討していきます。 
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② 
「こども救急みたか（子ども初期救急医療平日準夜間  

診療所）」の実施  
健康福祉部  

平日の準夜間に 15 歳までの子どもを対象とする「こども救急みたか」を実施し、子ど

もの初期救急医療体制の充実を図る子育て支援を推進します。  

（３）ひとり親家庭等の相談、支援の充実  

① ひとり親家庭等を対象とした相談事業の充実  子ども政策部  

子育てや子どもの健全育成についての相談、生活の安定に向けての相談、夫婦間の問題

や離婚の相談など、母子・父子自立支援員を中心とした包括的な相談体制を強化します。 

 

② ひとり親福祉だより、ひとり親家庭のしおりの発行  子ども政策部  

児童扶養手当受給者世帯等対象に、ひとり親福祉だより・ひとり親家庭のしおりを作成

し、福祉関係のさまざまな制度・事業の周知を図ります。 

 

③ 生活安定、自立支援の拡充  子ども政策部  

自立に向けた就労支援について、母子・父子自立支援プログラム策定員を中心に、ハロ

ーワークや東京都ひとり親家庭支援センター等、国や東京都、地域の関係機関と連携し、

就職に関する相談や就職に必要な技能を身につけるための支援（自立支援教育訓練給付

金・高等職業訓練促進給付金事業等）を推進します。 

 

④ 
児童扶養手当・児童育成手当の支給による経済的支援の  

実施 
子ども政策部  

18 歳までの児童を養育している、母子及び父子家庭等の経済的負担を軽減し、生活の

安定と自立の促進を支援するため手当を支給します。 

 

⑤ ひとり親家庭等医療費の助成  子ども政策部  

ひとり親家庭等の経済的負担の軽減と自立支援のため、母子及び父子家庭等の医療費に

対し助成を行います。 

 

⑥ ひとり親家庭ホームヘルプサービスの充実  子ども政策部  

ひとり親家庭に対し必要に応じヘルパーを派遣することで、育児や食事の世話、住居の

掃除、衣類の洗濯など日常生活を総合的に支援します。 

 

⑦ 母子及び父子福祉資金の活用  子ども政策部  

ひとり親家庭等の生活の安定とその子どもの福祉の増進を図るため、生活資金・就職支

度資金・修学資金など各種資金の貸し付けを行っています。必要な金額や償還計画など母

子・父子自立支援員が各家庭の状況に寄り添った相談を実施します。 
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⑧ 三鷹市立母子生活支援施設における支援の充実  子ども政策部  

母子生活支援施設において、母子の精神的安定を図り、生活基盤を整え、母子家庭の自

立を促進する支援を実施します。多様な課題を抱える母子の状況に寄り添いつつ、日常生

活の場だからこそできる自立に向けた具体的な支援を実施します。 

   

４ 地域における社会的養護体制の強化 

（１）児童虐待への対応強化 

① 子ども家庭支援センターの機能強化と拡充  子ども政策部 

教育センター内に「児童虐待への対応」を所管する子ども家庭支援センターを整備して、

学校をはじめとした関係機関、庁内関係部署との連携体制を強化し、組織的対応力の向上

を図ります。児童虐待への対応を迅速かつ的確に行うとともに、支援を必要とする家庭を

早期に把握し、相談からサービス提供まで包括的な支援を行います。 

また、市民や関係機関を対象とした研修会等の開催や虐待防止キャンペーンなどを通し

て虐待予防及び早期発見に向けた意識啓発に取り組み、地域全体で子どもの人権を守る環

境の構築をめざします。 
 

② 児童虐待に対する総合的なネットワークの確保  子ども政策部  

子ども家庭支援センターを中心として「子ども家庭支援ネットワーク」の強化を図ると

ともに、虐待の予防、早期発見、再発防止に向け「子ども虐待防止対応マニュアル」を活

用し、組織的対応の実効性を高めます。 
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③ 児童相談所等との緊密な連携  子ども政策部  

複雑で多様化している虐待等の課題に対し、児童相談所等との緊密な連携のもと、迅速

で的確な対応を行っていきます。 

また、被虐待児の心のケアについては、子ども家庭支援センターの専門相談員による相

談や児童相談所のプログラムを活用するとともに、医療機関、学校等の関係機関と連携を

強化し、より充実したケアに取り組みます。 
 

④ 児童養護施設と連携した社会的養育体制の強化  子ども政策部  

児童養護施設と連携し、特に養育に支援が必要な子どもと子育て家庭に対しショートス

テイの有効な活用等、社会的養育体制の強化に取り組みます。 

 

⑤ 子どもからの SОS に対応する機能の充実  子ども政策部  

子育て家庭が抱える問題や悩み、子ども本人からの SOS 等に対応できるように子ども

家庭支援センターの虐待対策コーディネーターを中心とした相談・支援事業の充実を図り

ます。 

また、電話や来所以外の方法として「みたか子育てねっと」や市のホームページ、メー

ルでの相談等、インターネットを活用した相談方法の周知に努めるとともに相談事業の充

実を図ります。 
 

⑥ 養育支援訪問事業の充実  子ども政策部  

こんにちは赤ちゃん事業や乳幼児健康診査事業と連携し、子育てに対して強い不安や孤

立感等を抱えている家庭に対し、育児・家事援助や専門相談などの適切な支援を行います。 

積極的に訪問するアウトリーチ型支援の実施により、子育て家庭の養育力向上を図ると

ともに、児童虐待の未然防止にも取り組みます。 

また、総合保健センターや医療等の関係機関と連携し、養育支援を行う保健師、助産師、

保育士等専門職の確保・養成に努めます。 

 

⑦ 配偶者等からの暴力防止   子ども政策部  

配偶者等暴力は、子どもの成長・発達に大きな影響を及ぼすことがあり、また、暴力が

子どもに向けられる可能性もあることから、配偶者等暴力被害者支援の初期段階から、子

どもの支援を念頭に置いた対応が行えるよう、関係機関の連携体制を強化していきます。 

（２）家庭的養護の理解促進 

① 養育家庭（里親）の普及・啓発   子ども政策部  

さまざまな事情で親元を離れて生活している子どもを、一定期間、家族の一員として迎

え入れ、家庭的な環境のなかで子どもの育ちを保障する養育家庭（里親）の必要性と制度

の普及・啓発に努めます。 
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Ⅲ 子どもの育つ力を引き出す保育環境の充実 

 

乳幼児期は、人格形成の基礎が養われる時期であり、家庭での親子のかかわり

とともに、質の高い保育が求められています。 

安全・安心な保育環境の充実を図り、自己肯定感を育みながら、人間力の基礎

が身につく成長を支援します。また、働き方改革に伴う就労形態の多様化等を踏

まえ、ニーズに応じたきめ細かな保育サービスを提供することや幼稚園、保育園

と小学校の連携を図りながら小学校接続期のスムーズな移行を支援するなど子ど

もの育成環境の向上に努めます。  

 

１ 保育施設等の充実 

（１）保育ニーズを踏まえた保育環境の整備  

① 地域状況を踏まえた計画的な整備  子ども政策部  

子育て支援ニーズ調査の結果を踏まえ、今後の人口動向や保育ニーズ等を的確に捉えな

がら、地域状況に応じた計画的な保育施設の整備を進めます。  

 

② 待機児童の早期解消をめざした機動性のある取り組み  子ども政策部  

今後の人口動向や保育ニーズ等を的確に捉えながら、計画的に保育施設を整備します。

特に待機児童の多い０歳から２歳児の待機児童の解消に向けて、機動性のある取り組みを

進めます。 

また、待機児童対策の一環として、私立幼稚園の保育機能の充実や多様な保育施設の利

用を促進するため、認可外保育施設利用者助成制度の拡充に取り組みます。 
 

（２）効率的な保育園の運営 

① 公立保育園の効率的な運営の取り組み  子ども政策部  

効率的な保育園の運営について、公設民営化（公私連携化）を推進してきた経緯を踏ま

え、市内保育施設の適正配置や保育料の適正な負担のあり方等を検討します。 
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２ 保育の質の向上に向けた取り組み 

（１）幼児教育の充実 

① 幼児教育・保育の無償化の円滑な実施  子ども政策部  

幼児教育・保育の無償化について、人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性や子育て家

庭の負担軽減を図る少子化対策といった制度の趣旨を踏まえ、子育てのための施設等利用

給付の実施も含め、適切な制度運用を図ります。 

また、無償化の対象となる認可外保育施設に対して、保育の巡回指導等を実施しながら

保育の質の向上に向けた取り組みを行っていきます。 

 

② 特色ある幼稚園教育の振興充実  子ども政策部  

私立幼稚園協会と連携を図りながら、私立幼稚園の建学の精神を活かした特色ある幼稚

園教育の振興充実を図ります。あわせて、認定こども園への移行なども含め、子育て支援

のための一時預かり事業の促進を図るための協議を進めます。  

 

③ 乳幼児期保育・教育共通カリキュラムの充実   
子ども政策部  

教育部 

市内の保育園、幼稚園、認定こども園などの施設を問わずすべての子どもにとっての保

育環境の向上や教育委員会と連携した小学校への円滑な移行をめざすため、三鷹市乳幼児

期保育・教育共通カリキュラムを活用し、就学前児童の教育・保育の充実を図ります。 

乳幼児期の教育は子どもの主体性を尊重した遊びや生活を通した体験的な教育です。大

人との応答的なかかわりの中で愛着関係を形成し、自己肯定感を育み、「課題を解決する

力」「未来を作り出す力」や「人と共に生きる力」（人間力・社会力）を育成します。  

また、幼児期における「学びの芽生え」を、小学校児童期の「自覚的な学び」へとつな

ぎ、「主体的・対話的で深い学び」の実現をめざします。  

（２）保育サービスの充実 

① 保育の質の確保及び向上  子ども政策部  

すべての利用者が保育施設等を安心して利用できるよう、事業者の適正な運営と提供す

るサービスの質の向上を図るため、保育施設の定期的な指導検査を実施します。 

さらに保育巡回の強化を図りながら市内全体の保育の質の向上に向けた取り組みを進

めます。 
 

② 保育人財の確保・育成の強化  子ども政策部  

子ども・子育て支援を担う人財の確保と育成について、子ども・子育て基金の活用も視

野に入れながら、魅力ある就労環境を構築するとともに、潜在的な保育人財を確保する新

たな取り組みを検討します。 
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③ 病児保育事業の充実  子ども政策部  

病児保育事業について、協力医療機関や医師会との連携により、制度の利便性の向上に

努めます。 

 

④ 働き方に即した保育サービスの提供  子ども政策部  

トワイライトステイ事業や定期利用保育事業の実施など、勤務形態の多様化に対応でき

る環境を構築します。 

 

⑤ 障がい児、医療的ケア児の保育環境の整備  子ども政策部  

認可保育園において、子ども発達支援センターと連携を図りながら障がい児保育の充実

に取り組みます。また、年々高まっている医療的ケア児の保育ニーズに対応するため、児

童の特性に応じた受け入れ体制等を構築し、保育園での受け入れを実施します。 

 

⑥ 児童施設等の災害時における危機管理体制の整備   子ども政策部  

大地震等の災害発生時において、保育施設における子どもの安全の確保及び保護者の帰

宅困難等に適切に対応するため、「災害時行動マニュアル」等を活用し、避難訓練等を継

続して行います。あわせて、その他の児童施設等における子どもや保護者の安全を確保す

るための体制等についても検討します。 

（３）質の向上をめざした研修の実施 

①  教育・保育を担う人財の専門スキルの向上   子ども政策部  

「三鷹市立保育園の保育のガイドライン」の保育内容を継承していくリーダーの人財育

成を図るため、市内保育施設を対象とした研修等を通じて人財育成を積極的に行っていき

ます。 

  

３ 幼・保・小が連携した切れ目のない育成環境の構築 

（１）幼・保・小連携の取り組みの推進  

① 幼稚園・保育園と小学校との連携教育の推進   
子ども政策部  

教育部 

児童が幼稚園、保育園から学校教育へ円滑に移行できるよう、幼稚園、保育園と小学校

との連携、交流を推進するなど、しっかりと連携を図りながら対応していきます。 

また、教育委員会において作成する「三鷹市立小学校スタートカリキュラム」の趣旨を

踏まえ、教育委員会と連携し、乳幼児期から義務教育期までの切れ目のない支援を行って

いきます。 
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Ⅳ 子どもの生きる力を育む教育環境の整備 

 

「人間力」と「社会力」を育む教育活動を充実し、「コミュニティ・スクールを

基盤とした小・中一貫教育」を通して、子ども一人ひとりのニーズに応じた教育

内容の充実を図ります。また、学校を地域の拠点であるプラットフォームとして、

地域の人財が交流・循環しながら市民力も向上していく、学校を核としたコミュ

ニティづくり「スクール・コミュニティの創造」をめざします。 

障がいのある子もない子も学校・家庭・地域の力を得て、次代を担う人として

心豊かに育っていくことを支援し、多様な教育的ニーズに対応した教育を推進し

ます。 

 

１ 豊かな心と健やかな体の育成 

（１）体験と学習を通じた育成環境の整備  

① 健全育成の充実  教育部 

生活指導や関係機関との連携の充実を図り、より良い学校づくりに向けて児童・生徒が

主体的に取り組もうとする意欲と態度を育てます。 

また、「ネット社会を生きる力を育むために」を活用し、子どもたちの携帯電話、スマ

ートフォン、インターネット等への依存を防ぎ、安全かつ適切に利用することができる力

を育て、安全で健全な環境づくりの推進に努めます。 
 

② 中学生・高校生と乳幼児の交流の促進  教育部 

思春期の子どもが乳幼児に接する機会を作るため学校等との連携で、乳幼児への関心を

高められるよう支援します。 
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③ 経験と体験の創出  教育部 

自然体験やボランティア活動の機会の充実、言語活動を基盤とした学習や読書活動の推

進、ICT を活用した学習活動の充実、小学校１年生からの外国人指導者による外国語活動、

国立天文台、大学、企業、NPO 等と連携した理数をはじめとしたさまざまな教育等、多様

な学習機会の充実に努めています。 

総合的な学習の時間におけるキャリア・アントレプレナーシップ教育11では、地域の伝

統や文化に触れ、我が国と郷土三鷹に対する愛着や誇りを育む「三鷹（地域）学習」を実

施しています。児童・生徒が主体的・協働的に問題解決に取り組む学習を通じて、多様な

大人とかかわりながら、自分の将来に向けたキャリア形成能力を高め、創造性と自主・自

律の精神、チャレンジ精神に富んだ児童・生徒を育成して、地域を愛し、勤労を重んじ、

将来地域に貢献できる人間を育成していきます。 

コミュニティ・スクールの強みを生かし、家庭・地域と連携・協働し、学校での教育活

動等での家庭だけでは経験できない多様な体験や学習を通して、児童・生徒の「人間力」、

「社会力」を育みます。 
 

④ 家庭教育の充実支援  教育部 

PTA が主体的に企画、運営に関わり、学校・家庭・地域がともに考えあう機会として開

催している「家庭教育学級」の充実を図ります。 

また、家庭における教育力の向上を図るため、子どもたちの生活習慣、学習習慣に着目

した「三鷹『学び』のスタンダード」（家庭版）の普及・啓発を図り、家庭における実践

を奨励します。 

（２）心の成長を促す図書との出会いの促進  

① 絵本を通した親子のコミュニケーションの推進  教育部 

絵本を通した親子のふれあいは、その絆を育み、子どもの心を豊かにします。そのため

に、関係団体等と連携し、多様な場面で絵本と出会える機会を提供します。  

 

② 「子ども読書活動推進計画」の策定と推進  教育部 

「みたか子ども読書プラン 2022」に基づき、関係団体等と連携を図りながら子どもの

読書活動を推進します。 

 

                                                   
11 【キャリア・アントレプレナーシップ教育】：チャレンジ精神や創造性を発揮しながら、新しい価値と社会を創造

していこうとする起業家がもつような意欲と能力を養うアントレプレナーシップ教育に、勤労観・職業観とともに

自己の個性を理解し、主体的に将来を選択していく態度を育むキャリア教育の要素をあわせて実施する教育のこと。 
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２ 学校教育の充実 

（１）三鷹らしい教育の推進 

① 
コミュニティ・スクールを基盤とした小・中一貫教育の  

推進  
教育部 

「小・中一貫教育による質の高い教育の推進」のため、三鷹型の小・中一貫教育を充実・

発展させ、連続性と系統性のある学習を保障し、子どもたちの義務教育９年間の学びと 15

歳の姿に責任をもった教育を実現します。 

そのためには、「コミュニティ・スクールを基盤とした小・中一貫教育」をより効果的

かつ持続可能なシステムとして機能させるための基盤整備と教育内容のより一層の充実

を図ります。 

法制度の改正を生かして「小・中一貫型小学校・中学校」として位置付けた７学園につ

いて、これまでの実績から得た知見と各種学力調査等のエビデンスに基づいた更なる改善

を図ります。 
 

② 
知・徳・体の調和のとれた三鷹の子どもを育てる教育  

内容の充実  
教育部 

児童・生徒が現代の社会で求められる学力を確実に身につけられるよう、主体的・協働

的な課題解決学習や双方向型の学習や、豊かな心の育成や規範意識の向上のための「特別

の教科 道徳」による道徳教育の充実、「一校一取組」「一学級一実践」などの日常的な運

動の機会の充実などにより、小・中一貫教育の中で、幅広い知識と教養、真理を求める態

度や豊かな情操と道徳心、健やかな身体を備えた、知・徳・体のバランスのとれた児童・

生徒を育成します。 
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３ 一人ひとりの特性に応じた指導・支援の保障 

（１）一人ひとりに応じた支援の充実  

① 学校及び総合教育相談室等における相談事業の充実  教育部 

教育支援プラン 2022（第２次改定）に基づき、個別の指導や支援を必要とするお子さ

んに対し、教育支援や教育に関する相談事業を行います。児童・生徒・保護者からの相談

は複雑かつ多様化しているため、福祉、保健、医療等関係機関と連携し、支援が必要な乳

幼児・児童・生徒等に対する総合的な支援を行うため、「子ども家庭支援ネットワーク」「発

達支援ネットワーク」との緊密な連携を図ります。 

小・中学校には、スクールソーシャルワーク12機能をもつスクールカウンセラーや学習

指導員、巡回発達相談員を派遣するなど、児童・生徒、保護者等の多様な相談、ニーズに

対応しています。 
 

② 教育支援の充実   教育部 

通常の学級、校内通級教室、教育支援学級（固定制・通級制）における教育支援の充実

を図ります。 

また、「三鷹市立小・中学校校内通級教室実施方策・実施要領」に基づき、中学校にお

ける校内通級教室の適切な指導と支援の在り方を構築し、全市立小・中学校における巡回

指導を行います。 

さらに、長期欠席傾向にある児童・生徒への対応として、適応支援教室 A-Room を設置

し、児童・生徒が自らの進路を主体的に捉えて、社会的自立や学校復帰に向かえるよう支

援します。 

 

③ 外国人・帰国児童・生徒への支援  教育部 

「日本語教育の推進に関する法律」に基づく施策の方向性を見据えながら、外国籍の児

童・生徒に対する日本語習得支援の更なる充実を図ります。 

多言語による就学案内、就学援助制度等の的確な情報提供、入学後の学校生活への適応

について、日本語指導員の派遣や、小・中学校児童・生徒日本語支援業務等支援を行いま

す。 
 

                                                   
12 【スクールソーシャルワーク・スクールソーシャルワーカー】：いじめ、不登校、暴力行為、児童虐待など、生活

指導上の課題に対応するため、教育分野に関する知識に加え、社会福祉等の専門的知識や技術を用いて、児童・生

徒が置かれたさまざまな環境へ働きかけたり、関係機関等とのネットワークを活用したりして問題を抱える児童・

生徒に支援を行うことをスクールソーシャルワークと呼び、スクールソーシャルワーカーはそれらの支援を行う専

門職である。  
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④ いじめ・不登校への対応  教育部 

「三鷹市いじめ防止対策推進条例」及び「三鷹市いじめ防止対策推進基本方針」に基づ

き、いじめの未然防止・早期発見・早期対応を図ります。 

また、不登校の対応として、児童・生徒や家庭の状況に応じて、学級担任が家庭訪問や

面談を行ったり、スクールカウンセラーが面談を行ったりするなど、児童・生徒が安心し

て登校できるようさまざまな指導・助言を行うとともに、適応支援教室 A-Room を活用し

ながら対応します。 

 

（２）持てる力を引き出す教育の実践  

① 個性や特性を最大限発揮できる教育方法の推進  教育部 

 児童・生徒のもてる能力を最大限に引き出し、一人ひとりの個に応じた指導の充実を図

るために、ICT の活用を含め多様な教育方法を取り入れた指導を推進します。児童・生徒

一人ひとりの能力や適性に応じて個別最適化された教育の実現をめざし、「三鷹教育・子

育て研究所」の活用等を図りながら、これからの時代に求められる教育のあり方について

調査研究に取り組みます。 

 
 

４ 安全で快適な学校環境の整備 

（１）学校施設の環境整備 

① 学校施設の長寿命化と施設環境の整備  教育部 

 建替えを見据えた効果的・効率的な改修を進めるため、「防災都市づくり方針（仮称）」

を踏まえ、公共施設の建替え・改修の基本的な方針と優先順位の考え方等を示した「新都

市再生ビジョン（仮称）」の中で、「学校施設長寿命化計画（仮称）」を策定し、長寿命化

改修工事により学校施設の長寿命化及び防災機能強化を図ります。学校トイレの洋式化等

を推進するとともに、普通教室及び特別教室への整備が完了した空調設備について、老朽

化した設備の更新に計画的に取り組みます。 

また、学校体育館への空調設備の整備に取り組みます。 
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Ⅴ 子どもの総合的な育成環境の整備 

 

児童青少年をとりまく環境は、少子化、地域における人間関係の希薄化や、異

年齢や大人たちとの交流の機会の減少等により大きく変化しています。また、核

家族化や共働き家庭等の増加により、子どもたちが放課後等に安全・安心に過ご

すことができる居場所の確保がますます必要になっています。  

一人ひとりの子どもの命の尊厳と個性を尊重し、次代を担う子どもの育ちを支

えることは、未来の社会を創ることにつながります。このことから、自主的・主

体的な遊びや生活の体験を通じて健やかに育つとともに社会性を育むことができ

る居場所、子ども自らが成長する力を発揮することができる居場所づくりとして、

学齢期の児童の居場所づくりを包括的に進めます。  

また、多感な中高生世代が音楽やダンスなどの熱中できる活動の場となるよう

な家庭や学校以外の第三の居場所づくりに取り組みます。  

このほか、すべての子どもたちが、家庭・学校・地域で孤立することなく、未

来に向けて明るく、楽しく、元気よく成長できるよう、「三鷹市児童青少年健全育

成活動の基本方針」に基づき、関係機関との連携により子どもの居場所づくりや

相談体制の整備、不登校、ひきこもり等社会生活を円滑に営む上で困難を抱える

子ども・若者への支援等の施策を推進します。 

 

１ 児童の健全育成に向けた学童保育所の充実 

（１）学童保育所の充実 

① 学童保育所の整備  子ども政策部  

今後ますます高まることが予想される学童保育所の利用ニーズに応えるため、学校施設

やその他の公共施設の活用等によるさまざまな整備手法を視野に入れた学童保育所の計

画的な整備を進め、待機児童の解消に向けた取り組みを進めます。 

また、開所時間の延長について検討します。 

 

② 学童保育所の効率的な運営の検討  子ども政策部  

学童保育所について、適正配置と効率的かつ効果的な運営を検討します。 

また、引き続き適正な受益者負担のあり方を検討します。 
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（２）学童保育所の質の向上に向けた取り組みの推進  

① 障がい児等の受け入れ人数等の拡充の検討  子ども政策部  

増加傾向にある障がい児等について、よりニーズに応えた育成ができるよう受け入れの

拡充について検討します。 

 

② 学童保育所連絡会（仮称）の設置  子ども政策部  

学童保育所間の情報共有を進め、高い水準での均質な育成の確保や共通課題の解決に向

けた取り組みを進め、学童保育所における継続的な育成の質の向上を推進します。 

 

③ 利用者や地域住民の理解・連携促進  子ども政策部  

学童保育所入所児童の保護者を対象とした説明会や面談の実施により、育成支援に係る

理解を深めるとともに、効果的な児童の健全育成に向けた協力関係を構築します。 

また、地域住民をはじめ、小学校、保護者、青少年健全育成関係団体、支援員、指定管

理者、市職員等の関係者で構成する地域連絡会を定期的に開催し、相互に情報共有を図り、

学童保育所の取り組みの周知を図るとともに、地域ぐるみで入所児童の健全育成を行う連

携体制を構築します。 

 

④ 卒所後に備えた指導の実施  子ども政策部  

 学童保育所に通所する児童が高学年となり通所対象ではなくなった後も、安全に安心し

て放課後等を過ごすことができるよう、学童保育所在籍中に卒所後の放課後等の過ごし方

について指導を実施します。 

 

⑤ 災害時等における危機管理体制の整備  子ども政策部  

 定期的に避難訓練や防犯訓練を繰り返し実施し、非常時等に備えるとともに、「三鷹市

学童保育所災害時行動マニュアル」に基づいた危機管理体制の整備を進めます。  

 

２ 総合的な子どもの居場所づくりの推進 

（１）学校を拠点とした居場所づくり 

① 地域子どもクラブ事業の充実  子ども政策部  

放課後や土曜・日曜日等に子どもたちが安全に安心して文化・スポーツ活動や自由遊び

ができるよう、学校を拠点とした子どもの居場所づくりとして、地域子どもクラブ事業を

保護者、地域団体、学校等との連携により進めます。 

また、地域の人財の積極的な活用をはじめ、事業の担い手の検討を行い、安定した運営

を確保するための取り組みを進めます。 

さらに、スクール・コミュニティの実現に向けた活動を踏まえて、地域における総合的

な子どもの居場所づくりについて、学童保育所、地域子どもクラブの一体的運用も視野に

検討していきます。 
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② 地域子どもクラブと学童保育所の連携の推進   子ども政策部  

地域子どもクラブ及び学童保育所それぞれの事業展開、施設の特色を活かした連携を進

め、すべての子どもたちにとっての安全・安心な放課後の居場所づくりを進めます。 

 

③ 
生涯学習、文化、スポーツの拠点としての地域開放の  

推進 

スポーツと文化部  

教育部 

生涯学習や文化、スポーツの拠点としての活動を推進するため、校庭や体育館だけでな

く、学校図書館や会議室等の開放にも努めるとともに、学校を拠点に活動している団体等

との連携を進めます。 

 

④ 地域スポーツクラブの充実  スポーツと文化部  

子どもたちをはじめ市民が身近な学校を拠点としてスポーツに親しめるよう、地域スポ

ーツクラブの充実に努めます。 

 

⑤ 学校図書館の活用と地域開放の実施  教育部 

小・中学校の学校図書館について、児童・生徒の調べ学習等に供するとともに、学校図

書館の読書環境充実のため、市立図書館との協力貸出や連絡会により連携を強化します。 

また、地域の生涯学習の拠点として、子どもから大人まで身近な場所で読書に親しむこ

とができるよう、地域開放を実施します。 
 

⑥ 地域人財による学習支援の充実  教育部 

児童・生徒の学習支援のために、学生ボランティア・みたか地域未来塾等の積極的な活

用を進めます。地域人財の育成のための学校支援者養成講座の充実を図り、保護者による

授業サポートや専門性の高い市民の知識・経験をさまざまな教育活動において有効に活か

す仕組みづくりを推進します。 

（２）地域における居場所づくり  

① 地域主体の活動に対する支援の充実  
子ども政策部  

健康福祉部  

青少年対策地区委員会の活動や、地域が主体となって行う「子ども食堂」等の取り組み

を支援し、家庭、学校以外にも地域で安全・安心に過ごすことができる子どもの居場所づ

くりを推進します。 

 

② 
多世代交流の拠点としてのコミュニティ・センターの  

活性化支援  
生活環境部  

住民協議会が実施する多世代交流事業など、コミュニティ創生や地域の活性化に向けた

新たな事業に対して支援を進めます。 
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③ 図書館の読書環境の充実  教育部 

乳幼児から高齢者までのあらゆる世代が心地よく過ごし、かつ新たな「知」に出会える

場であるよう環境の充実を図ります。 

 

④ 子ども・若者向け図書サービスの充実  教育部 

みたか子ども読書プラン 2022 に基づき、乳幼児からヤングアダルト（中学・高校生）

世代までのサービスを充実し、成長の段階に応じた切れ目のない取り組みを推進します。 

（３）子どもの成長を支える世代間交流の推進  

① 多世代交流センターにおける多世代交流機能の充実  子ども政策部  

多世代交流を目的として活動する市民や団体等のネットワークを形成するとともに、多

世代交流事業の協働団体である多世代交流パートナー間の連携を強化し、東・西多世代交

流センターを拠点とした多世代交流事業の拡充を図ります。 

 

② 
地域ケアネットワーク、ほのぼのネットの取り組みとの  

連携 

健康福祉部  

子ども政策部  

地域ケアネットワークやほのぼのネットの取り組みと連携して、多世代交流や子どもの

居場所づくりを進めます。 

 

３ 子ども・若者支援の充実 

（１）多世代交流センターの充実  

① 多世代交流センターの機能強化   子ども政策部  

多世代交流センターが持つ児童館機能、生涯学習支援機能、若者支援機能、多世代交流

機能の４機能の一層の充実を図るとともに、幅広い協働の取り組みによって、子ども・若

者の健やかな育成及び子ども・若者が社会生活を円滑に営むことができるようにするため

の支援を行います。 

 

② 中高生世代のニーズへの対応  子ども政策部  

中高生世代にとって、多世代交流センターが家庭や学校以外の安らぐことができる居場

所となり、自己実現に向けた道しるべともなるような児童館機能の充実を検討します。  
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③ 困難を有する子ども・若者への支援体制の構築   子ども政策部  

子どもや若者の居場所と社会参加につながる機会を提供します。不登校、ひきこもり状

態にある子どもやニート状態に陥る可能性が高い若年者を対象とした相談及び具体的な

支援につながる体制（ネットワーク）の整備を進めます。多世代交流センターが安心でき

る居場所となり、学校や総合教育相談室と連携するとともに、市内の大学、NPO 法人、関

係団体等と協力して、相談や必要な支援へとつなげていく機能を果たせるよう支援体制を

構築します。 

（２）子ども・若者支援の推進 

① 子ども・若者相談窓口機能の充実  子ども政策部  

子ども・若者本人からの SOS や相談等を受けとめるための相談窓口機能として、子ど

も家庭支援センターや多世代交流センター及び総合教育相談室等の関係機関の連携によ

る相談体制の充実を図ります。 

また、「みたか子育てねっと」を活用したインターネットによる相談事業の充実を図り

ます。 

さらに SNS を活用した相談体制の構築を検討します。 
 

② 関係機関等との連携による子ども・若者支援施策の充実  子ども政策部  

学校、多世代交流センター、子ども家庭支援センター、児童相談所等の関係機関や、市

内の大学、NPO 法人等の関係団体、カウンセラー等の専門家との連携を図ることにより、

子ども・若者の人権の尊重、健やかな育成及び子ども・若者が社会生活を円滑に営むこと

ができるようにするための施策の充実を図ります。 

 

③ 
ライフステージにあわせた消費者啓発及び消費者教育の  

充実 
生活環境部  

児童から社会人に至るまでの体系的な消費者教育の充実、特に悪質商法に狙われやすい

若者や高齢者へ向けた出前授業や出前講座等を行うことにより、自立した「賢い消費者」

を育成します。 

 

④ 障がい者福祉施設の充実  健康福祉部  

特別支援学校等を卒業し、地域で受け入れが求められる障がい者が利用可能な施設等を

確保するため、入所・通所あるいは住まいの場となる障がい者施設建設計画への支援を行

うなど、施設整備の支援を推進します。 
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Ⅵ 子育て支援施策の質の向上をめざした検証・研究 

 

「子ども・子育て支援ビジョン」に基づき、子育て支援施策を推進するにあた

っては、継続的な評価・検証と見直しが必要です。また、子ども・子育て支援に

係るすべての事業を効果的に、効率的に展開するためには、市民ニーズを的確に

把握するとともに、社会の動きに敏感に対応していく柔軟性と機動力が必要です。 

より充実した子ども・子育て支援ができるよう、事業の検証と見直しを重ねる

とともに、子どもの最善の利益の実現に向けた質の高い支援方策等についての研

究に取り組みます。 

 

１ 子育て支援施策の充実と質の向上をめざした評価・検証の実施 

（１）庁内体制の整備 

① 庁内推進体制の充実  子ども政策部  

「子ども・子育て支援事業計画」を推進するため庁内で立ち上げた「子ども・子育て支

援事業計画推進会議」の機能を活かし、共有の課題認識のもと、それぞれの役割を確認し

ながら体系的・総合的に子ども・子育て支援施策を推進します。  

（２）計画の評価・進行管理 

① 三鷹市子ども・子育て会議による進行管理の実施   子ども政策部  

子ども・子育て支援法に基づき設置した「子ども・子育て会議」において、「子ども・

子育て支援事業計画」の評価・検証を継続的に実施し、子ども・子育て支援の質の向上と

サービスの充実につなげます。 

 

２ 子ども・子育て支援の充実をめざした研究の取り組み 

（１）協働による調査・研究の実施  

① 三鷹教育・子育て研究所の機能の活用   
教育部 

子ども政策部  

子育て世代の環境の変化や多様化するニーズを踏まえ、三鷹らしい教育と子育て支援を

実現するため、三鷹ネットワーク大学と連携し、「三鷹教育・子育て研究所」の機能を活

かして教育・子育てに関する調査・研究を実施します。 
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１ 子ども・子育て支援ビジョン及び第２期計画策定の経緯 

 

年  月  日 概   要 

平成 30 年  

(2018 年) 
９月   「子育て支援ニーズ調査」「子育てに関する生活実態調査」実施  

平成 31 年  

(2019 年) 
４月  26 日  

平成３１年度第１回三鷹市子ども・子育て会議  

・「子育て支援ニーズ調査」「子育てに関する生活実態調査」結果報告  

・「子育て支援ビジョン」の改定について説明  

・「第２期子ども・子育て支援事業計画」の策定について説明  

令和 元年  

(2019 年) 
５月  24 日  

令和元年度第２回三鷹市子ども・子育て会議  

・「第２期子ども・子育て支援事業計画」策定に向け、力点を置く３テーマについ

て議論（１回目）  

 ① 「親としての育ち」「親子の愛着関係」を支える取り組み  

 ② 総合的な子どもの居場所づくり  

 ③ 子どもの貧困対策  

・「子育て支援ビジョン」改定に伴う検討状況について説明  

令和 元年  

(2019 年) 
６月  18 日  

市議会厚生委員会に行政報告  

・「子育て支援ニーズ調査」「子育てに関する生活実態調査」結果について  

令和 元年  

(2019 年) 
７月  26 日  

令和元年度第３回三鷹市子ども・子育て会議  

・「第２期子ども・子育て支援事業計画」策定に向け、力点を置く３テーマについ

て議論（２回目）  

・「子ども・子育て支援ビジョン（案）」「計画の施策体系図」について説明  

令和 元年  

(2019 年) 
９月  10 日  経営会議にて骨格案（各論部分）作成の各部への協力依頼  

令和 元年  

(2019 年) 
９月  10 日  

市議会厚生委員会に行政報告  

・「子育て支援ビジョン」の改定について  

・「第２期子ども・子育て支援事業計画」策定について  

令和 元年  

(2019 年) 
10 月  ４日  

令和元年度第４回三鷹市子ども・子育て会議  

・力点を置く３テーマについて、これまでの議論のまとめ  

・「第２期子ども・子育て支援事業計画」（骨格案）について説明  

令和 元年  

(2019 年) 
11 月  22 日  

令和元年度第５回三鷹市子ども・子育て会議  

・「第２期子ども・子育て支援事業計画」（案）について説明  

令和 元年  

(2019 年) 
12 月  10 日  

市議会厚生委員会に行政報告  

・「子ども・子育て支援ビジョン」（案）について  

・「第２期子ども・子育て支援事業計画」（案）について  

令和 元年  

(2019 年) 
12 月  26 日  

「子ども・子育て支援ビジョン」（案）及び  

「第２期子ども・子育て支援事業計画」（案）確定  

令和 ２年  

(2020 年) 

１月  

  ２月  

14 日～

３日  
パブリックコメント実施  

令和 ２年  

(2020 年) 
２月  12 日  

令和元年度第６回三鷹市子ども・子育て会議  

・「子ども・子育て支援ビジョン」（最終案）について（諮問・答申）  

・「第２期子ども・子育て支援事業計画」（最終案）について（諮問・答申）  

令和 ２年  

(2020 年) 
３月  ６日  

市議会厚生委員会に行政報告  

・「子ども・子育て支援ビジョン」（最終案）について  

・「第２期子ども・子育て支援事業計画」（最終案）について  

令和 ２年  

(2020 年) 
３月  31 日  「子ども・子育て支援ビジョン」及び「第２期子ども・子育て支援事業計画」確定  
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２ 三鷹市子ども・子育て会議委員名簿 

 

区   分 氏  名 所   属 

１ 学識経験を有する者 
（３人） 

山 本  真 実 

（会長） 
東洋英和女学院大学教授 

井 口  眞 美 

（副会長） 
実践女子大学准教授 

大塚  ゆり子 斎藤小児科医院院長 

２  子どもの保護者 
                （３人） 

井梅  由美子 保育園（認定こども園）保護者 

河 野  純 範 学童保育所保護者 

舘 岡  加 奈 私立幼稚園保護者 

３ 子ども・子育て支援に  
関する事業に従事する者  
       （４人）        

川 畑  和 美 三鷹市私立保育園園長会前会長 

五 島  弘 子 三鷹市東京都認証保育所事業者連絡会代表 

杉山  冨美夫 三鷹市私立幼稚園協会会長 

武 富  紀 子 
学童保育所指定管理者 

（株式会社日本保育サービス） 

４ 子ども・子育て支援に  
かかわる者 
       （７人） 

竹内  美佐子 三鷹市助産師会会長 

小 林  智 子 
三鷹市民生・児童委員協議会 

子育て支援部会長 

苅 込  希 三鷹市立井口小学校校長 

 

中 山  裕 之 

中 倉  佳 代 

三鷹市公立学校 PTA 連合会 

第二中学校 PTA（令和元年 5 月 23 日まで） 

高山小学校 PTA（令和元年 5 月 24 日から） 

師 橋  千 晴 
三鷹市立第三小学校地域子どもクラブ 

地域コーディネーター 

三宮  裕貴子 
三鷹市東多世代交流センター母親クラブ 

わっしょい（和緒維）代表 

髙 橋  幸 子 
特定非営利活動法人 

子育てコンビニ理事 

５ 一般公募による市民 
（２人） 

伊 藤  幹 雄 無作為抽出 

佐 藤  順 子 無作為抽出 

６ その他市長が必要と 
認める者 

          （２人） 

松 本  伸 一 三鷹青年会議所総務委員長 

中 山  仁 志 
連合東京三多摩地域協議会 

多摩東部第一地区協議会副議長 

計 21 人  
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３ 子育て支援ニーズ調査及び子育てに関する生活実態調査の 

結果（抜粋） 
 

（１）調査票の配布・回収の状況  

＜子育て支援ニーズ調査13＞ 

種類・対象 対象・配付数 回収件数 実施率 
有効回答 

件数 

①未就学児保護者  対象・配付：2,000 件  1,159 件  58.0% 1,149 件  

②小学２年生保護者  対象・配付：1,483 件  1,362 件  91.8% 1,356 件  

③小学４年生保護者  対象・配付：1,508 件  1,362 件  90.3% 1,362 件  

 

＜子育てに関する生活実態調査14＞ 

種類・対象 対象・配付数 回収件数 実施率 
有効回答 

件数 

①小学生調査  対象：1,432、配付：1,407 1,407 件  100.0% 1,406 件  

②中学生調査  対象：1,088、配付：1,044 1,044 件  100.0% 1,044 件  

③保護者調査  
対象：2,520（小 1,432、中 1,088） 

配付：2,479（小 1,424、中 1,055） 
2,259 件  91.1% 2,169 件  

④児童扶養手当受給  

世帯調査 15 
対象・配付：802 311 件  38.8% 300 件  

⑤関係機関調査 16 対象・配付：164 109 件  66.5% 109 件  

 

 

 

 

 

                                                   
13 小学２年生保護者調査と小学４年生保護者調査は、平成 30 年（2018 年）9 月時点での在籍者数を対象とし、調

査票を配付しました。「実施率」は「回収件数÷配付数」で算出した割合で、「有効回答件数」に関しては、白紙回

答であったものなどは無効回答として集計の対象外としました。なお、小学２年生保護者調査と小学４年生保護者

調査では、一部子ども自身に回答いただく項目を設けました。  
14 小学生調査・中学生調査は、平成 30 年（2018 年）９月時点での在籍者数を対象とし、調査実施当日に欠席をし

ていた児童・生徒を除いて調査票を配付しました。保護者票についても平成 30 年（2018 年）９月時点での在籍者

数を対象とし、家庭に調査票を持ち帰ってもらうことが可能な場合に配付を行いました。「実施率」は「回収件数÷

配付数」で算出した割合で、「有効回答件数」に関しては、白紙回答であったものなどは無効回答として集計の対象

外としました。  
15 小学５年生・中学２年生がいる世帯は対象から除いて調査を実施しました。  
16 子どもや子育て世帯の支援ニーズを支えるための、地域において現存する資源及び今後必要となる資源の量等に

ついて把握することを目的として、子ども・子育て支援にかかわる関係機関に対して調査を実施したものです。  



 

71 

 

79.2% 80.1%

3.0%
7.5%

3.3% 5.4%

47.2%

24.6%

1.2%
5.3% 2.9% 1.5%
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【参考】前回調査（n=1,128） 今回調査（n=1,144)

（２）子育て支援ニーズ調査の主な結果17 

① 子育て環境について  

○祖父母と同居している世帯は、回答者全体の約５%であり、大半が核家族世帯である。  

○緊急時には祖父母等の親族に子どもを預かってもらっていると約６割が回答しているが、

前回調査と比較してその割合は若干減っている。  

○子育てに関し祖父母や友人・知人を頼りにする（できる）人の割合が減少する一方で、子

ども家庭支援センターやおやこひろば事業をはじめ、子育てにかかわる相談機関・窓口等

を相談先とする割合が増加している。  

 

＜世帯構成＞          ＜子どもの預け先＞（複数回答）  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

＜子育ての相談相手＞（複数回答） 

          

 

                                                   
17第 1 期計画策定時に実施した「子ども・子育て支援新制度移行に伴うシステム構築等のためのニーズ調査」を「前

回調査」とし、今回実施した調査と比較しました。  
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【参考】前回調査（n=1,124） 今回調査（n=1,139)

夫婦とお子さん

の世帯
94.0%

ひとり親と

お子さんの

世帯
0.6%

夫婦とお子さん

と祖父母の世帯
4.7%

ひとり親とお子さん

と祖父母の世帯
0.3%

その他の世帯
0.3%

＜今回調査（n=1,146）＞
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ているが、育休・介
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以前は働い

ていたが、

現在は働い

ていない
33.0%

これまで働いた

ことがない
1.2%

その他
1.4%

＜今回調査（n=1,105）＞

フルタイムで働

いている
26.7%

フルタイムで

就労している

が、産休・育
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中である
7.6%
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現在は就労
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48.2%
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ことがない
3.6%

その他
1.2%

＜【参考】前回調査（n=1,082）＞

４時間未満
2.6% ４時間以上

６時間未満
11.0%

６時間以上

８時間未満
26.9%

８時間
32.9%

８時間超

10時間未満
15.1%

10時間以上
11.4%

＜【参考】前回調査（n=498）＞
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9.0%
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短時間勤務

を継続したい
61.3%

短時間勤務を辞め

て、子育てや家事

などに専念したい
2.4%

＜今回調査（n=333）＞

フルタイムへの転

換を希望しており、

実現できる見込み

がある
6.9%

フルタイムへ

の転換を希望

しているが、

実現できるか

は不明
42.0%

パート・アル

バイト等を

継続したい
48.1%

パート・アルバイト等を

辞めて、子育てや家事

などに専念したい
3.1%

＜【参考】前回調査（n=131）＞

② 母親の働き方・子育てに関する変化について  

○母親の勤務の状況は「フルタイム」「短時間勤務」「働いていない」がそれぞれ約３分の１

の割合である。 

○前回調査と比較すると、働いていない人の割合は減少し、「短時間勤務」という形態は２

倍以上となった。  

○短時間勤務の母親のうち、フルタイムへの転換を希望している割合は約４割で、約６割は

短時間勤務の継続を希望している。  

○主な保育者は「主に母親」で、前回調査と同様の傾向だが、「父親と母親の２人で」の割

合が増加している。  
 

＜母親の勤務形態＞  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

＜母親の勤務時間＞  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

＜母親のフルタイムへの転換希望＞  
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37.5%

８時間
25.6%
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15.6%

10時間以上
7.4%

＜今回調査（n=659）＞
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24.1%

14時間以上
10.3%

＜【参考】前回調査（n=1,017）＞
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＜【参考】前回調査（n=1,085）＞
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（取得中である）
7.3%
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産を契機に離職

した
0.3%

育児休業は取得

していない
92.5%

働いていなかった
0.0%

＜今回調査（n=1,126）＞

１～４日
28.4%

５日～９日
19.8%

10日～19日
14.8%

20日～29日
3.7%

30日～59日
12.3%

60日～89日
6.2%

90日以上
14.8%

＜今回調査（n=81）＞

③ 父親の働き方・子育てに関する変化について  

○父親の勤務形態はほとんどが「フルタイム」である。週の勤務日数が５日超の割合が減少

し、１日の勤務時間も 12 時間以上働いている人の割合が減少している。  

○子どもの病気やけがなどの際に、父親が仕事を休む割合も前回調査より増えている。  

○育児休業を取得した父親の割合は、前回調査より若干の増加であったが、取得した父親の

うち、約５割は 10 日以上、約２割が 60 日以上取得している。 

 

＜父親の勤務時間＞  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜父親の育児休業の取得状況＞  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜父親の育児休業の取得期間＞  
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21.0%
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7.4%

＜今回調査（n=1,038）＞
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④ 保育園や幼稚園等の利用ニーズについて  

○現在利用している施設・事業は、「認可保育園」が約５割、「幼稚園」が約３割で、前回調

査と比べて「認可保育園」の割合が増加している。  

○現在、保育園・幼稚園等を定期的に利用している世帯の約 95％は、希望した施設・事業

が利用できていると回答している。  

○平日定期的に利用したい教育・保育事業は、両親ともにフルタイムでは９割が保育園を希

望しているものの幼稚園に対する利用希望も１割以上あった。 

 

 

＜現在利用している施設・事業＞  
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74.8%

88.7%

81.2%

74.1%

52.7%

54.4%

14.7%

59.2%

56.8%

72.7%

38.3%

78.7%

87.9%

78.2%

29.1%

58.3%

47.6%

22.3%

総合保健センターのゆりかご面接(n=1,100)

総合保健センターの新生児訪問(n=1,091)

乳児家庭全戸訪問（こんにちは赤ちゃん）事業(n=1,088)

総合保健センターの相談事業(n=1,102)

子ども家庭支援センターの相談事業(n=1,111)

子ども発達支援センターの相談事業(n=1,111)

教育委員会の総合教育相談室(n=1,112)

子ども家庭支援センターのひろば事業(n=1,099)

子ども発達支援センターのひろば・一時保育事業(n=1,103)

保育園の地域開放事業(n=1,105)

総合保健センターのゆりかごスマイル（母子モバイルサービス）(n=1,103)

子育てガイド（妊娠期から子育て期の情報冊子）(n=1,098)

三鷹おでかけマップ（子育て情報誌）(n=1,099)

子育てねっと（子育て情報サイト・ねっと相談）(n=1,101)

ほのぼのネットの「子育てサロン」(n=1,103)

助産師会の「助産師と一緒に赤ちゃんと遊びましょう」(n=1,109)

協働センターの「おやこでよってチョコっとあっぷるーむ」(n=1,105)

ケアネットの「赤ちゃん応急救護講習会」「赤ちゃんサロン」や子育て講座(n=1,108)

今回調査：知っている

⑤ 子育て支援事業について  

○父親の働き方・子育てに関する変化も見られるものの依然として主に母親が子育てを担っ

ている状況にある。  

○「子育てに必要なサポート」の自由記述では、約３割が「緊急時や土・日の一時預かり」

「身近でより気軽に相談等ができる環境」と記述している。 

○地域のひろば事業は約３割が利用しているが、約７割は利用していない。幼稚園・保育園

に通っているため利用する時間がないことが主な理由だが、近所にひろば事業を実施して

いる場所がないという回答も約１割あった。  

○三鷹市の子育て事業については、「総合保健センターの新生児訪問」や「三鷹おでかけマ

ップ（子育て情報誌）」、「乳児家庭全戸訪問（こんにちは赤ちゃん）事業」などについて

比較的認知度が高くなっている。  
 

＜子育てに必要なサポート＞  n₌546 人の主たる回答 

回答内容の分類 件数 回答内容の要約・例 

一時預かり 161 件 
○緊急時にもっと、簡単な手続きで一時保育をお願いできる施設がほしい。  

○土、休日の預かり保育があれば、もう少し楽しく子育てができそう。  

講座等のイベント 69 件 
○子どもと一緒に参加できる体験・参加型イベントがたくさんあるといい。  

○父親メインの子連れでの講座や集いの実施、父親の子育て支援。  

交流の場 70 件 
○気軽に話せる場所で、地域の色々な情報を教えてもらいたい。  

○同じ年くらいの子どもを持つ方たちと交流できる場があると良い。  

情報提供 55 件 
○受けられる支援が年齢ごとなった表のようなものがあるといい。  

○市内の各施設の情報が詳細に記載・集約されているネット情報などがほしい。 

相談事業 143 件 

○家から近い場所で子育てひろばなどが増えると相談しやすくなる。  

○土・日でも相談ができ子育てに関する講座等が開催される良い。  

○SNS や web 上での気軽に相談できるスペースがあると良い。  

病児・病後児保育 35 件 ○病児保育をもう少し増やしてほしい。  

保育所の整備・ 
待機児童対策 

30 件 
○現在、保育園探しに時間を多くとられている。この労力や時間、不安を感じて

いる時間が少なくなる事でもっと子育てがしやすくなると考える。  

費用面のサポート 32 件 ○子育て支援のサポートや給付金など経済支援を充実させてほしい。  
 

＜子育て支援事業の認知度＞  
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⑥ 放課後の過ごし方について  

○放課後の過ごし方について、小学校低学年での公立学童保育所の利用割合は、約３～４割

となっている。 

○５歳児の保護者に聞いた、低学年の放課後の過ごし方については、約５割が公立の学童保

育所と回答している18。 

○小学２年生で民間の学童保育所を利用している割合は約 0.4 割（４％）だが、うち約３

割が学童の終了時間が 19 時台以降であると回答している。 

○高学年になると「自宅」や「習い事の場」、「公園、友達の家」などで過ごすと回答する割

合が高くなっている19。 

 

＜現在子どもが放課後過ごしている場所＞  
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小学２年生現在（小学２年生保護者、n=1,355) 小学４年生現在（小学４年生保護者、n=1,360)

 

 

 
 

                                                   
18 今後過ごすと思う場所の回答については、「公園、友だちの家など」と「その他」の項目を合わせて「その他（公

園、友だちの家など）」として集計しています。  
19 学童保育所は６年生まで利用が可能であるとの仮定のもとで回答しています。  
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＜５歳児の保護者に聞いた小学校低学年になった時の放課後の過ごし方＞  

  

59.8%

9.2%

52.9%

46.0%

13.8%
17.8%

8.6%
5.7%

1.1%

31.0%

自
宅

祖
父
母
宅
や
知
人
宅

習
い
事
（
ピ
ア
ノ
教
室
、
サ
ッ
カ
ー

ク
ラ
ブ
、
学
習
塾
な
ど
）

公
立
の
学
童
保
育
所

民
間
の
学
童
保
育
所

地
域
子
ど
も
ク
ラ
ブ

（
校
庭
開
放
な
ど
）

多
世
代
交
流
セ
ン
タ
ー
（
じ
ど
う
か
ん
）、

む
ら
さ
き
子
ど
も
ひ
ろ
ば

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
セ
ン
タ
ー
、

図
書
館

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
や

ベ
ビ
ー
シ
ッ
タ
ー
を
利
用

そ
の
他

（
公
園
、
友
だ
ち
の
家
な
ど
）

今回調査、５歳児の保護者(n=174)

 
 

＜子どもが小学校高学年になった時の放課後の過ごし方＞  

   

69.7%

7.1%

77.7%

25.3%

3.5%

15.9%

7.3%
11.4%

0.4%

46.0%

79.1%

6.0%

84.2%

9.6%

1.9%

10.0%
7.0%

16.0%

0.1%

53.6%

自
宅

祖
父
母
宅
や
知
人
宅

習
い
事
（
ピ
ア
ノ
教
室
、
サ
ッ
カ
ー

ク
ラ
ブ
、
学
習
塾
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ど
）

公
立
の
学
童
保
育
所

民
間
の
学
童
保
育
所

地
域
子
ど
も
ク
ラ
ブ

（
校
庭
開
放
な
ど
）

多
世
代
交
流
セ
ン
タ
ー
（
じ
ど
う
か
ん
）、

む
ら
さ
き
子
ど
も
ひ
ろ
ば

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
セ
ン
タ
ー
、

図
書
館

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
や

ベ
ビ
ー
シ
ッ
タ
ー
を
利
用

そ
の
他
（
公
園
、
友
だ
ち
の
家
な
ど
）

小学校高学年（４～６年生）（小学２年生保護者、n=1,334) 小学校高学年（５～６年生）（小学４年生保護者、n=1,339)
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（３）子育てに関する生活実態調査の主な結果 

① 保護者・児童扶養手当受給世帯の回答結果から  

○東京都調査と同様に「低所得」「家計の逼迫」「子どもの体験や所有物の欠如」の３点から

「生活困難層」に該当する保護者（家庭）の割合を算出したところ、その割合は約１割で、

約２割該当の都調査と比較して低い水準であった。  

○ただし、児童扶養手当受給世帯では「生活困難層」が５割を超えており、相対的に厳しい

状況であることが再確認された。  

○東京都調査と比較した三鷹市の特徴として、子どもの将来について一緒に考えたり話した

りする割合が相対的に高かった。一方で、子どもの勉強をみることや一緒に外出すること

の頻度が低く、また、頼れる親戚や友人がいないと回答した割合が高かった。  

 

＜「生活困難層」の割合＞  

①低所得  等価世帯所得が厚生労働省「平成 29 年国民生活基礎調査」から算出される基準未満の世

帯（基準は世帯所得の中央値 442 万円÷√平均世帯人数（2.47 人）×50%=140.6 万円） 

②家計の逼迫  経済的な理由で、公共料金や家賃を支払えなかった経験、食料・衣類を買えなかった経

験の項目のうち、１つ以上に該当（食料・衣類を買えなかった経験については「よくあ

った」または「ときどきあった」に該当する場合）  

③子どもの体験や  

所有物の欠如  

子どもの体験や所有物などに関する以下の 15 項目のうち、金銭的な理由・経済的な理由

で、欠如している項目が３つ以上  

「海水浴に行く」「遊園地やテーマパークに行く」「毎月お小遣いを渡す」「毎年新しい洋

服・靴を買う」「  習い事（音楽、スポーツ、習字等）に通わせる」など 15 項目  

生活困難層（困窮層・

周辺層）、一般層  

「低所得」「家計の逼迫」「子どもの体験や所有物の欠如」の３つの要素のうち、２つ以

上の要素に該当する場合を「困窮層」、いずれか１つの要素に該当する場合を「周辺層」、

いずれの要素にも該当しない場合を「一般層」として分類  

 

  小学５年生  

保護者  

(n=760) 

中学２年生  

保護者  

(n=499) 

小・中学生  

ひとり親世帯  

(n=102) 

児童扶養手当  

受給世帯  

(n=197) 

 
（参考）  

東京都調査  

生活困難層  10.0% 14.2% 49.0% 58.9%  小学５年生

生活困難層  
20.5% 

 困窮層  3.4% 5.4% 20.6% 28.4%  

 周辺層  6.6% 8.8% 28.4% 30.5%  中学２年生  

生活困難層  
21.6% 

一般層 90.0% 85.8% 51.0% 41.1%  
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② 小学生・中学生の回答結果から  

○東京都調査と比較した三鷹市の特徴として、学習塾・家庭教師の利用割合が高く、１日あ

たりの勉強時間も長い傾向にあった。また、健康状態の自己認識や自己肯定感、将来の夢

があるといった回答の割合がやや低い傾向が見られた。 

○一方で、小・中学生の約８割が、「がんばれば、いい結果に結びつく」「失敗してもまたが

んばろうと思う」「相手の気持ちを考えて話をするようにしている」と回答している。都

調査結果と大きな乖離は見受けられないが、「一般層」と「生活困難層」区分での比較に

おいては、生活習慣や学習状況、進学の意識などに差異が見られた。  

 

＜勉強時間＞ 

2.6%

7.3%

3.8%

8.3%

8.2%

12.2%

11.3%

13.6%

25.7%

21.2%

26.2%

19.9%

27.8%

34.6%

29.2%

35.7%

15.9%

19.2%

13.7%

17.1%

19.8%

5.5%

15.9%

5.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

小学生
(n=1,352)

中学生
(n=1,021)

（参考）

東京都小学生

（参考）

東京都中学生

まったくしない 30分より少ない

30分以上、1時間より少ない 1時間以上、2時間より少ない

2時間以上、3時間より少ない 3時間以上

 
 

＜塾・家庭教師の利用状況＞  

44.2%

34.8%

48.6%

47.7%

10.4%

12.1%

8.6%

12.7%

18.4%

34.0%

17.8%

23.6%

17.7%

15.2%

15.3%

11.9%

5.9%

3.1%

6.7%

2.8%

3.3%

0.8%

3.0%

1.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

小学生
(n=1,329)

中学生
(n=1,013)

（参考）

東京都小学生

（参考）

東京都中学生

通って（来てもらって）いない 週に1日

週に2日 週に3日

週に4日 週に5日以上

 

38.8%

62.0%

28.4%

63.5%

10.7%

8.5%

11.1%

3.2%

19.8%

14.1%

39.8%

25.4%

20.5%

8.5%

15.9%

7.9%

6.8%

4.2%

4.1%

0.0%

3.4%

2.8%

0.7%

0.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

一般層（小学生）
(n=645)

生活困難層（小学生）
(n=71)

一般層（中学生）
(n=415)

生活困難層（中学生）
(n=63)

通って（来てもらって）いない 週に1日

週に2日 週に3日

週に4日 週に5日以上
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＜将来の夢＞                   

71.4%

47.6%

78.4%

52.3%

28.6%

52.4%

21.6%

47.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

小学生
(n=1,370)

中学生
(n=1,019)

（参考）

東京都小学生

（参考）

東京都中学生

ある ない

 
 

＜自分の将来が楽しみだ＞  

47.2%

22.0%

49.5%

28.7%

26.9%

33.0%

30.4%

36.6%

16.8%

29.9%

14.5%

24.9%

9.1%

15.1%

5.5%

9.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

小学生
(n=1,361)

中学生
(n=1,016)

（参考）

東京都小学生

（参考）

東京都中学生

とても思う 思う あまり思わない 思わない

 
 

＜がんばれば、いい結果に結びつく＞  

  

52.0%

37.9%

37.9%

42.2%

7.7%

13.9%

2.4%

6.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

小学生
(n=1,376)

中学生
(n=1,023)

とても思う 思う あまり思わない 思わない
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③ 保護者・子どものデータマッチングによる分析結果から  

○「生活困難層」に該当する世帯の割合は約１割であったが、生活習慣、食習慣、健康状態

の認識、家庭での過ごし方、不登校の傾向、いじめの経験、進学の意識、自主性等、さま

ざまな面で「一般層」との差異が見られた。  

○経済的な面での困難とあわせて、保護者からのかかわりが乏しいことや、保護者自身の生

活や健康状態に課題があること、学習塾など学校以外での学習機会や他者とかかわる機会

の違いなどにより、子どもの意識や行動面に差異が生じており、さまざまな課題が連鎖し

ている可能性が高いのではないかと推察される。  

 

 

④ 子育てにかかわる関係機関等が感じていること  

○子育てにおいて母親の負担が大きく、精神疾患等の課題を抱えた保護者もいる。子育て家

庭の環境が孤立している可能性がある。  

○生活習慣や健康面で課題が見られる子どもや、愛着形成の課題が垣間見えることがある子

どもが増えてきている。  

○義務教育段階後の子ども（若者）への支援が「切れてしまう」「届かなくなる」状況にあ

るという課題がある。  

○複数の課題が一人の子どもに同時に現れている。  
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４ 第１期計画の目標事業量と達成状況 

 

＜教育・保育のニーズ量及び確保数等（２号及び３号認定）＞ 
              年度  

 

ニーズ・確保方策  

平成 27 年度

（2015 年度）  

 

実績  

平成 28 年度  

（2016 年度）  

 

実績  

平成 29 年度  

（2017 年度）  

 

実績  

平成 30 年度  

（2018 年度）  

 

実績  

平成 31 年度  

（令和元年度・

2019 年度）  

実績  A 

 

平成 31 年度  

（令和元年度・

2019 年度）  

事業計画  B 

達成率  

（A÷B）  

①保育ニーズ量  a 3,495 人  3,696 人  3,886 人  4,086 人  4,219 人   4,365 人  ―  

②
確
保
数 

特定教育・  

保育施設  

認定こども園  86 人  84 人  85 人  91 人  90 人   85 人  105.9% 

保育園  2,708 人  2,864 人  3,071 人  3,297 人  3,497 人   3,752 人  93.2% 

小計  2,794 人  2,948 人  3,156 人  3,388 人  3,587 人   3,837 人  93.5% 

特定地域型  

保育事業  

小規模保育  39 人  57 人  58 人  62 人  58 人   58 人  100.0% 

家庭的保育  20 人  18 人  18 人  18 人  15 人   18 人  83.3% 

事業所内保育  14 人  13 人  12 人  12 人  13 人   12 人  108.3% 

小計  73 人  88 人  88 人  92 人  86 人   88 人  97.7% 

認可外保育  

施設等  
認証保育所  419 人  396 人  372 人  416 人  432 人   404 人  106.9% 

合計  b 3,286 人  3,432 人  3,616 人  3,896 人  4,105 人   4,329 人  94.8% 

③待機児童数（a-b）  209 人  264 人  270 人  190 人  114 人   36 人  ―  

 

 【保育需要率の推移】  

         年度  

保育需要率等  

平成 27 年度

（2015 年度）  

平成 28 年度  

（2016 年度）  

平成 29 年度  

（2017 年度）  

平成 30 年度  

（2018 年度）  

平成 31 年度  

（令和元年度・

2019 年度）  

就学前児童数  C  9,395 人  9,534 人  9,635 人  9,514 人  9,546 人  

保育ニーズ量  D  3,495 人  3,696 人  3,886 人  4,086 人  4,219 人  

保育需要率  D÷C 37.2％  38.8％  40.3％  42.9％  44.2％  

 

＜地域子ども・子育て支援事業の実績、ニーズ量及び確保数等＞ 
              年度  

 

事業の種類  

平成 27 年度

（2015 年度）  

実績  

平成 28 年度  

（2016 年度）  

実績  

平成 29 年度  

（2017 年度）  

実績  

平成 30 年度  

（2018 年度）  

実績  E 

 

平成 30 年度  

（2018 年度）  

事業計画  F 

計画比  

（E-F）  

１  時間外保育事業：利用者数  883 人  866 人  919 人  1,005 人   739 人  266 人  

２  放課後児童健全育成事業         

 
低学年  

(小学校１-３年生 )  

ニーズ量  c  1,517 人  1,566 人  1,641 人  1,700 人   1,759 人  ▲59 人  

 確保数  d  1,452 人  1,488 人  1,606 人  1,666 人   1,664 人  2 人  

 待機児童数 (c-d) 65 人  78 人  35 人  34 人   95 人  ▲61 人  

 
高学年  

(小学校４-６年生 )  

ニーズ量  e  5 人  1 人  5 人  3 人   666 人  ▲663 人  

 確保数  f  4 人  1 人  5 人  2 人   35 人  ▲33 人  

 
待機児童数 (e-f) 1 人  0 人  0 人  1 人   631 人  ▲630 人  

３  子育て短期支援事業：利用日数  76 人日  80 人日  132 人日  40 人日   120 人日  ▲80 人日  

４  地域子育て支援

拠点事業  

利用人数  146,147 人日  144,976 人日  157,183 人日  134,013 人日   172,956 人日  ▲38,943 人日  

箇所数  10 箇所  10 箇所  13 箇所  14 箇所   11 箇所  3 箇所  

５  一時預かり事業         

 幼稚園 (１号認定 )：利用日数  85,215 人日  75,270 人日  85,995 人日  102,375 人日   25,382 人日  
42,730 人日  

 幼稚園 (２号認定 )：利用日数  ―  ―  ―  ―   34,263 人日  

 一 時 預 か り 事 業 (幼 稚 園 以 外 )： 利 用 日 数  19,016 人日  20,096 人日  22,667 人日  20,386 人日   19,500 人日  886 人日  

６  病児保育事業：利用日数  1,074 人日  1,102 人日  1,074 人日  836 人日   1,500 人日  ▲664 人日  

７  利用者支援事業：箇所数  3 箇所  6 箇所  7 箇所  7 箇所   5 箇所  2 箇所  

８  ファミリー・ サポート・セ ンター事業： 利用日数  11,779 人日  9,327 人日  8,406 人日  7,201 人日   13,000 人日  ▲5,799 人日  

９  養育支援訪問事業：利用人数  4 人  7 人  1 人  3 人   37 人  ▲34 人  

10 乳児家庭全戸訪問事業：訪問件数  1,516 人  1,509 人  1,450 人  1,483 人   1,325 人  158 人  

11 妊婦健診：対象者数  1,625 人  1,616 人  1,640 人  1,517 人   1,395 人  122 人  
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５ 三鷹市の子育て支援施策の推移 

  

年 度 概  要 

昭和 31 年度 

(1956 年度) 
・全国初の公立保育園での０歳児保育開始 

昭和 63 年度 

(1988 年度) 
・市立保育園による「地域開放事業」開始 

平成２年度 

(1990 年度) 
・「子どもの相談連絡会」設置 

平成６年度 

(1994 年度) 
・「すくすくひろば」を開設し、親子ひろば事業を開始  

平成７年度 

(1995 年度) 
・三鷹市児童青少年総合施策（みたか版エンゼルプラン）策定 

平成９年度 

(1997 年度) 

・母子保健事業が東京都三鷹保健所から三鷹市へ移管 

・延長保育・緊急一時保育事業開始 

・「すくすくひろば」を子ども家庭支援センターとして条例設置  

平成 10 年度 

(1998 年度) 
・子どもショートステイ事業開始 

平成 11 年度 

(1999 年度) 
・保育園開所時間を 11 時間（午前７時 30 分～午後 6 時 30 分）に延長 

平成 12 年度 

(2000 年度) 

・子育て支援室設置 

・インターネット利用子育て相談事業開始 

平成 13 年度 

(2001 年度) 

・全国初の株式会社に運営委託した公設民営保育園開設 

・みたかファミリー・サポート・センター開設 

平成 14 年度 

(2002 年度) 

・子ども家庭支援センター「のびのびひろば」を開設 

・三鷹市子ども家庭支援ネットワークを整備 

・一時保育・トワイライトステイ・病児保育・年末保育事業の開始 

・みたか子育てねっと本格運用開始・出前型親子ひろば事業開始 

平成 16 年度 

(2004 年度) 

・三鷹市次世代育成支援行動計画 2010（前期計画）策定 

・高山小学校を核とした幼・保・小の交流事業を実施（平成 18 年度（2006 年度）

まで） 

・地域安全マップの配布・安全安心パトロール車の巡回開始 

平成 17 年度 

(2005 年度) 
・全 15 市立小学校で地域子どもクラブ事業を実施  

平成 18 年度 

(2006 年度) 

・総合教育相談窓口の設置 

・小・中一貫教育モデル校開園 

・小児準夜間診療の開始 

・三鷹市教育ビジョン策定 
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年 度 概  要 

平成 19 年度 

(2007 年度) 
・義務教育就学児医療費助成の開始・乳幼児医療費助成の拡充 

平成 20 年度 

(2008 年度) 

・三鷹市子育て支援ビジョン策定 

・「三鷹子ども憲章」を制定 

平成 21 年度 

(2009 年度) 

・三鷹市初の認定こども園（幼稚園型）開設 

・小・中一貫教育校の全市展開完了 

・三鷹市次世代育成支援行動計画（後期計画）策定 

平成 22 年度 

(2010 年度) 
・子ども政策部創設 

平成 23 年度 

(2011 年度) 

・民生・児童委員による乳児家庭全戸訪問事業を開始 

・ファミリー・サポート・センター事業の援助会員を育成する子育てサポーター 

養成講座を開始 

・乳幼児医療費助成の所得制限の撤廃 

平成 24 年度 

(2012 年度) 

・ＮＰＯ法人による法人型家庭的保育事業を開始 

・子ども家庭支援センター「のびのびひろば」に虐待対策コーディネーターを配置 

平成 25 年度 

(2013 年度) 
・三鷹市子ども・子育て会議を設置 

平成 26 年度 

(2014 年度) 
・三鷹市子ども・子育て支援事業計画策定 

平成 27 年度 

(2015 年度) 

・子ども・子育て支援新制度の施行 

・公設民営保育園から公私連携型保育園へ移行 

平成 28 年度 

(2016 年度) 

・「ゆりかご面接」開始とともに切れ目のない子育て支援事業の総称を「ウエルカム

ベビー プロジェクト みたか」と命名 

・「三鷹市子ども虐待防止対応マニュアル」改訂  

平成 29 年度 

(2017 年度) 

・子ども発達支援課創設 

・子ども発達支援センター開設 

・「子育て世代包括支援センター機能」を整備  

・多世代交流センター開設 

平成 30 年度 

(2018 年度) 

・「子育て支援ニーズ調査」「子育てに関する生活実態調査」実施  

・ファミリー・サポート・センター事業の援助会員子育てサポートリーダー 

「みたかチルミル」の養成開始 

平成 31 年度 

令和元年度 

(2019 年度) 

・幼児教育・保育の無償化開始 

・義務教育就学児医療費助成の小学生までの所得制限撤廃 

・「三鷹市子ども・子育て支援ビジョン」及び「第２期子ども・子育て支援事業計画」

策定 

令和２年度 

(2020 年度) 

・教育センター内に児童虐待への対応を所管する「子ども家庭支援センターりぼん」 

を令和２年４月１日に開設予定 

 


